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１．令和２年度予算の概要 

（１）総  括 

阪神・淡路大震災から 25 年が経過し，神戸は今，未来に向けて大きく変わりつつあります。

企画調整局では，わが国全体が本格的な人口減少時代に入り，本市の人口も減少傾向にあるとい

う厳然たる事実を前提に，従来の価値基準のもと人口を追い求めることのみに偏重することなく，

神戸の固有の魅力・都市ブランド力にさらに磨きをかけ，まちの質・くらしの質を高め，選ばれ

るまちとして，市民，来街者が奥行きと深みを実感できる上質なまちを目指します。そのために，

市政の基本的施策の企画立案や新たな行政課題への対応，施策の総合的・計画的な執行を確保す

るための事業調整など，各局と連携・協調しながら，これからの神戸の成長を支える様々なプロ

ジェクトに取り組んでいきます。 
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（２）主要施策 

 

１． 見違えるようなまちづくり 

（1） 駅周辺のリノベーション 

○ ①名谷駅前  18,000 

躍動する多世代共生のまちをめざすため，名谷駅前

において地域主体のエリアマネジメントの仕組みづ

くりを進めるとともに，住み替え促進を検討します。 

また，“神戸名谷ワークラボ AOZORA”に続く，職住

近接の働く場の創出に向けた検討を行います。 

 

◎ ②垂水駅前  10,000 

移転新築される垂水体育館への安全・安心でわかりやすいアクセス検討を行い

ます。 

 

◎ ③谷上駅前  7,000   

谷上駅への新たなバス路線を設けることによる交通需要の動向を考慮しながら，

円滑な交通処理を行うため機能性の高いロータリー整備を検討します。また，歩行

者動線を安全に確保し，利用者が待ち時間を快適に過ごせる空間を創出できるよう

駅前空間の将来形についても検討します。 

 

 ④駅前空間向上のための美装化・賑わいの創出  10,000 

令和元年度までに行った「利用者視点に立った駅前空間の点検調査」，「駅前空

間利活用検討」を基に，駅前空間の賑わい創出に取り組みます。また，専門家によ

る駅前整備のデザインアドバイザーの体制を整えるとともに，広報の充実をはかり

ます。 

 

◎ ⑤HAT神戸  17,000 

新たなシンボルアートを設置するとともに，イベント等を合わせて実施し，兵庫

県立美術館を核としたミュージアムロードの流れをなぎさ公園まで展開します。 
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（注）事項の中の◎印は新規事業を，○印は拡充事業を示す。 

（単位：千円） 

 

⑥地下鉄海岸線沿線の活性化  67,070 

中央卸売市場本場跡地ついて，海岸線の利用促進やまちの賑わいの観点から効果

的な活用方針を調査・検討するほか，交通局との連携による「地下鉄海岸線中学生

以下無料化社会実験」を引き続き実施します。 

また，アーティスト・クリエイター等への補助，プロモーションＷＥＢサイト「シ

タマチコウベ」を基盤とした地域の魅力発信等に取り組むとともに，兵庫運河にお

ける夜間景観の形成やイベント開催，「県立兵庫津ミュージアム（仮称）」の開館に

あわせた運河沿いプロムナードの延伸等によって，さらなる賑わいの創出をはかり

ます。 

 

２． 都市戦略の検討 

（1） 神戸創生戦略・神戸 2020ビジョンの推進  56,410 

「神戸 2020ビジョン」の後継計画である「(仮称)神戸 2025ビジョン」（2021～2025

年）を策定します。 

策定にあたっては，引き続き人口減少の克服と地方創生が重要な要素と考えられるこ

とから，次期ビジョンと神戸創生戦略を一本化し，よりわかりやすい計画とします。 

 

（2） データに基づく政策立案  782,340（うち元年度補正予算繰越 47,000） 

各種基幹統計調査を実施するとともに，各種統計資料の収集・整理・分析を行い，基

礎データの充実をはかります。 

また，地理情報システム（GIS）上に，公共施設や人口統計，地域でのイベントなど

市が保有する情報を集約して，地図上に表示することにより，様々な行政データを市民

にわかりやすく提供します。さらに，庁内データ利活用連携基盤の検討を行い，客観的

データに基づく政策立案（EBPM，エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング）を推

進します。 

 

（3） 都市戦略研究の推進  20,000 

都市戦略の研究機能として課題に即応した調査・研究を行うことで迅速な政策形成

につなげるとともに，職員提案の施策化や職員の研究発表の場作りに取り組むことで職

員の政策形成能力の向上をはかります。 
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（4） 広域行政・広域連携の推進  59,642 

国や県からの事務移譲を適切に進めるとともに，「特別自治市」制度の法制化等に向

け，指定都市市長会を通じた全国の指定都市との連携を深めます。 

また，近隣市町をはじめとした都市間連携により，市域を越えた豊かで利便性の高い

広域生活圏の構築を進めるほか，関西広域連合において府県域を越えた広域的な行政課

題に取り組むことにより，関西全体の活性化をはかります。 

 

（5） 新たな交通政策の検討 

○ ①きめ細やかで持続可能な交通環境の形成  63,600 

人口減少・少子高齢化の進展など日々変容し続ける社会に柔軟に対応する移動環

境の構築をはかるため，ビッグデータを用いて移動需要を把握するとともに，移動

需要に応じた適切なバス路線を設定していくための「市バス配置基準」を策定し，

市民の足の中核を担う路線バスと，より小規模な移動手段とのベストミックスをは

かることにより，これまで以上にきめ細やかで持続可能な交通環境の形成をめざし

ます。 

また，自動運転をはじめとする新たなモビリティサービスの導入の実現に向けた

地域や事業者に対する支援を行います。 

 

◎ ②北神急行線支援スキームの構築 500,000 

市営化後もこれまでと同水準の県市の支援を行うため，資本費負担軽減に向けた

県からの支援（令和２～５年度，各５億円）を都市整備等基金に積立て，各年度に

所要額を取崩します。 

 

（6） エネルギー政策の推進   

○ ①低炭素都市をめざしたエネルギー政策の推進  91,900 

水素スマートシティ神戸構想を推進するため，地元企業等が実施する先駆的な実

証事業への支援を行うとともに，新たな水素ステーションの誘致検討や産学官から

なる懇話会からの提案を実装化するなど，水素の利活用拡大に取り組みます。   

また，低炭素な都市づくりに向け新たな再生可能エネルギーの導入の可能性を調

査するとともに，市民理解を深めるため，エネルギー政策の普及啓発に取り組みま

す。 
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（注）事項の中の◎印は新規事業を，○印は拡充事業を示す。 

（単位：千円） 

 

○ ②海洋産業振興策の検討・推進  31,050 

海洋産業の振興に向けて，幅広い分野における企業・学識者・関係機関を交えた

検討を行い，ロードマップを作成します。 

また，大学や研究機関等と連携して，地元中小企業への技術開発支援を行うとと

もに，海洋人材育成協議会，スコットランド・サマープログラムなどを通した海洋

産業の人材育成・普及啓発を実施します。 

 

（7） 「港都 神戸」グランドデザインの推進  2,300  

神戸の都心の未来の姿［将来ビジョン］や三宮周辺地区の『再整備基本構想』，神戸

港将来構想などに関する取り組みを考慮しながら，「港都 神戸」グランドデザインの

概ね 10年以内の将来像を示す取り組みを進めます。 

 

（8） 都市インフラの海外技術支援   500  

都市開発や水インフラに関する海外向けの技術支援を推進するため，「神戸市国際技

術支援本部」において，関係局との連携のもと，海外からの研修・視察等の受け入れの

調整や市内企業の海外支援などに取り組みます。 

 

３． 都市魅力の創造・発信 

○ （1） 都市プロモーションの推進  76,700 

東京圏の移住希望者が多く訪れる「ふるさと回帰支援

センター」内に神戸市の相談ブースを設置し，専属の相

談員を配置することで，様々な分野の問い合わせにワン

ストップで対応し，神戸への移住を促進します。 

また,テーマ別のＰＲイベントの実施や,神戸ゆかり

の高校の同窓会への出席などを通じ,東京での神戸の情報発信及びネットワークづくり

に継続して取り組みます。 

さらに，「神戸版地域おこし協力隊」を継続して実施するとともに，東京圏から神戸

市内に移住し，中小企業へ就職または起業した人に対して移住支援金を支給します。  

加えて，不動産関連事業者と連携した転居検討者に対する集中的なプロモーション，

神戸のくらしの魅力を伝えるＷＥＢサイトやＳＮＳの活用，移住セミナーや移住相談会

などを実施し，さらなる移住の促進をはかります。 
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○ （2） 神戸市外国語大学のブランド強化  1,257,656 

模擬国連活動の推進等に取り組む「神戸国際教育センタ

ー（仮称）」の設立や将来中国語通訳として活躍できる人

材を育成するカリキュラムの検討など，魅力向上に向けた

取り組みを支援します。 

また，令和２年４月から文科省が実施する高等教育の修

学支援新制度に則り，一定の所得水準の学生を対象に入学金・授業料を減免するととも

に，全国から優秀な学生を獲得するため，国の上限額を超えた独自減免を行います。 

 

◎ （3） 「Be Smart KOBE」の推進  60,000 

先進的な技術を活用して，人間中心の目線で社会課題を解決する「Human×Smart」な

まちを実現することを目標に，市内で技術実証・実装に取り組む事業者を公募し，支援

を行います。また，多様なニーズに対応するより高度なサービスの創出に向け，幅広い

分野のビッグデータを多様な主体が活用できるよう，分野間のデータを連携する基盤の

構築にかかる調査・検討を実施します。 

 

○ （4） クロスメディアイベント「０７８ KOBE」の開催支援  35,000 

神戸は様々な若者を受け入れるとともに，若者の活

躍を支援するまちであることを市内外にＰＲするため，

産学官連携により音楽，映画，アニメ，ファッション，

ＩＴ，食，こどもなど複合的な分野横断イベント「０

７８ KOBE」の開催を引き続き支援します。 

 

４． 産学官民との「つなぐ」の推進 

○ （1） 産学官民連携による横断的な政策課題の解決  10,000 

複数部局にまたがる政策課題や行政だけでは解決できない課題を汲み取り，庁内の縦

割り意識を排除しながら関係部局との「つなぎ」を進めます。また，課題に応じてコー

ディネーターを配置するとともに，市民・事業者等と連携しながら課題を解決する協働

のまちづくりを推進します。 

 

○ （2） 大学連携  37,011 

高等教育機関と産業界，市が連携して，神戸が多くの外国人留学生に選ばれ，卒業後

も定着してもらう取り組みを進めます。また，社会人の学び直しやキャリアブランクの

ある人の職場復帰などの人材育成の観点から，リカレント教育を推進します。 
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（注）事項の中の◎印は新規事業を，○印は拡充事業を示す。 

（単位：千円） 

 

◎ （3） 大学発アーバンイノベーション神戸  50,000 

国内外の若い知的人材にとって魅力ある神戸をめざすため，大学若手研究者に対する

研究活動経費助成制度（大学発アーバンイノベーション神戸）を新設します。 

 

○ （4） 公民連携（ＰＰＰ）の推進  20,700 

市と事業者が対等なパートナーとして互いにメリットのある関係を築き，各々の強

みを活かすことのできる効果的・効率的な公民連携を進めます。 

また，民間事業者から市の行政課題の解決につながる良質な提案を募り事業化を促

進することで，ＰＰＰの推進に取り組みます。 

 

５． 「創造都市・神戸」の推進 

○ （1）こどもの創造的学びの推進  7,000 

こどもの創造的学びのプラットフォームを設立し，環境整備に関する指針・ロード

マップを策定するとともに，多様な関係者のプラットフォームへの参画を促すため，企

業等に対し，こどもの創造性の育成に資する活動への助成を行います。 

また，神戸の自然や公園を活かした幼児期の自然体験活動の推進に向けて，関係者

および有識者と連携し，調査・検討を行います。 

 

◎ （2） 「こどものための図書館」に関する検討  2,000  

建築家の安藤忠雄氏から寄贈提案があった「こどものための図書館」について，そ

の活用に関する検討を行います。 

 

（3） 「デザイン都市・神戸」の推進 

①「デザイン都市・神戸」の発信  8,140 

ユネスコ創造都市など，様々なネットワークを活用した海外および国内都市との

連携・交流事業を推進するとともに，取り組みを国内外へ発信します。また，デザ

インを身近に感じられるイベントや講座を開催し，デザイン性あふれる市民生活を

創出します。 
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○ ②KIITO（デザイン・クリエイティブセンター神戸）の運営  

192,054（うち元年度予算繰越 5,500） 

KIITOの運営を通じ，多様な人材の育成や市民の創

造性を高めるプログラムを実施します。また，KIITO

全体が一体となり，創造的活動，様々な世代・業種の

交流，人材育成を担う拠点としてさらなる価値を創造

するための施設改修・運営を行います。 

③「＋design」の庁内への浸透  12,912

デザインの専門家である２人のクリエイティブ

ディレクターを中心に，各局の施策・事業に「＋

design」の視点から総合的な助言を行い，デザイン

を活用した行政課題の解決に取り組みます。 

６． 神戸医療産業都市の推進 

神戸医療産業都市は 360 社・団体を超える企

業が集積する国内最大級のバイオメディカルク

ラスターへ成長しています。 

令和２年度は，産学官連携による医療機器開

発支援事業，新設する「クリエイティブラボ神

戸（CLIK）」における最先端医療の研究支援やラ

イフサイエンスベンチャーのエコシステム構築

などに新たに取り組みます。 

◎ （1） 神戸未来医療構想の推進（地方大学・地域産業創生交付金事業）  

529,400（うち元年度補正予算繰越 230,000） 

神戸医療産業都市において医療機器開発のエコシステムを形成するため，神戸大学

医学部附属病院国際がん医療・研究センター（ICCRC）に，産学官連携による実証拠点

（リサーチホスピタル）を整備し，ＡＩ・５Ｇ・８Ｋ等の未来医療技術を活用した医

療機器の研究開発や医工連携人材の育成を行います。 

これらの取り組みにより，医療産業のさらなる発展と若者の地域就業・定着を推進

することで地方創生を実現します。 

 

進出企業/R2.1月末

368社

雇用者数/H31.3月末

11,000人
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（注）事項の中の◎印は新規事業を，○印は拡充事業を示す。 

（単位：千円） 

◎ （2） 神戸リサーチコンプレックス推進事業  75,000 

「健康“生き活き”羅針盤リサーチコンプレックス」から生まれた「健康関数」，

「市民 PHR」などの研究成果を事業化に向けて発展させるとともに，ヘルスケア産業が

創出されるプラットフォームを構築し，その成果を市民および広く社会に還元するこ

とをめざします。 

○ （3） 次世代医療開発センター（仮称）の整備・運営  964,000

（公財）神戸医療産業都市推進機構が持つ研究成果の早期社会実装に向けて，共用

機器設備，動物実験施設を備えた「次世代医療開発センター（仮称）」を整備・運営し，

新たな研究開発を推進します。また，引き続き推進機構と神戸市民病院機構の連携に

より，研究シーズを円滑に臨床研究につなぐ橋渡し機能の強化に取り組みます。 

○ （4） ベンチャーエコシステムの構築事業  123,490

「クリエイティブラボ神戸（CLIK）」２階にベンチ

ャーが活躍する拠点となるシェアラボを開設し，事業化

支援を実施することにより，ベンチャーの成長と定着を

はかります。また，ベンチャーに加え，オープンイノベ

ーションを望む企業・団体等とともにエコシステムを

構築します。 

○ （5） スーパーコンピューティング拠点形成の促進

369,091（うち元年度補正予算繰越 199,000） 

スーパーコンピュータの利活用を促進するとともに， 

2021年頃の運用開始をめざしている「富岳」の整備や地 

域に貢献する研究・人材育成事業への支援により，世界 

最高水準のスーパーコンピューティング拠点の形成を促 

進します。 

◎ （6） WHO西太平洋事務局地域委員会関連事業  3,509 

WHO 西太平地域に加盟する 37 の国・地域の保健大臣が一堂に会する WHO西太平洋地

域委員会が 10月に神戸で開催されるのを機に，本市の取り組みを世界に向けて情報発

信します。 

研究課題イメージ 

（防災分野） （創薬分野） 

提供：理化学研究所 

シェアラボ（イメージ） 
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（7） 「(公財)神戸医療産業都市推進機構」への支援   

①研究開発の推進  800,000 

研究開発支援基金の造成を通じて，研究基盤の強化をはかるとともに，進出企業・

団体間で実施される共同研究・共同事業等に対して支援を行うことにより，クラス

ター内の連携・融合によるイノベーションの創出を促進します。 

 

②都市運営・広報機能の構築   

  ・研究・操業環境の充実  50,350 

都市運営委員会やメディカルクラスター連携推進委員会の開催を通じ，進出企

業・団体の意見・ニーズの集約や課題解決をはかるとともに，進出企業・団体間

の交流促進や操業環境向上につながる自主的な活動に対して支援を行うことで，

都市環境の充実をはかります。 

 

・神戸医療産業都市の戦略的広報  53,216 

一般公開や参加体験型イベントの実施等により市民の認知度向上をはかると

ともに，国内外の企業や研究者に向けた戦略的なＰＲ活動を展開し，医療関連企

業や研究者等のさらなる集積につなげます。 

 

③国際展開の推進  57,814 

海外クラスターとの人的ネットワークの形成や国際シンポジウムの開催等を推進

することにより，神戸医療産業都市の国際的なプレゼンスの向上をはかるとともに，

進出企業の国際展開を支援します。 

 

 

④産学官医連携による事業化の推進 

・産学官連携事業の促進によるオープンイノベーションの推進  109,384 

神戸発の医薬品・医療機器等の開発を促進するため，高い技術やシーズを多様

なニーズを有する研究機関・大学・病院との連携を強化するとともに，KBICリエ

ゾンオフィスや，PMDA戦略相談連携センターを活用して事業化を支援します。 

 

・医療機器分野開発支援  100,358 

医療機器の研究開発・事業化に向けた総合的な支援体制である「医療機器等事

業化促進プラットフォーム」や関連施設の運営等により，地元中小企業や医療産

業都市進出企業の事業化支援に取り組みます。 
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（注）事項の中の◎印は新規事業を，○印は拡充事業を示す。 

（単位：千円） 

 

・ヘルスケア分野開発支援  51,218 

リサーチコンプレックス事業と連携し，休養・栄養・運動など市民の生活に近

いヘルスケア分野において，企業・研究者・市民の参画により，科学的根拠に基

づく効果や実用性に裏打ちされた製品・サービスの開発を促進します。 

 

・創薬・バイオ分野開発支援  115,799 

ＡＩなどのＩＴ技術を導入した創薬手法である，インシリコ創薬を容易に可能

とするアプリケーションの開発や人材育成を支援するとともに，再生医療に関す

る勉強会の実施や，アカデミアと企業の共同研究を推進します。 

 

 （8） 「神戸健康・医療戦略会議」の運営  8,000  

神戸医療産業都市のさらなる発展に向けた研究・事業等の方向性・戦略や，健康・

医療に関する国内外の動向などについて，各界の有識者から幅広く意見を求めること

を目的とした「神戸健康・医療戦略会議」を開催するとともに，会議で議論されるテ

ーマに関する最新の知見の詳細調査を実施します。 

 

（9） 介護・リハビリロボット開発・導入促進事業  20,000 

開発企業に対するワンストップの支援窓口による総合的な開発支援を展開するとと

もに，福祉施設との連携した取り組みや開発費の補助等により，神戸発のユーザビリ

ティーの高い介護ロボット等の開発・導入を促進します。 

 

（10） 国際医療交流の推進  19,000 

神戸医療産業都市の目的のひとつである「アジア諸国の医療水準の向上による国際

貢献」を果たすため，神戸大学と連携し神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究

センターに設置した窓口において，海外患者の受け入れを行います。また，友好都市

の中国・天津市等のネットワークを活用しながら，神戸の医療技術を世界に向けて発

信します。 

 

（11） 医療産業都市への企業誘致の推進  55,667 

国内で開催される医療関連の展示会への出展や各種セミナーの実施，企業訪問等を

通じて神戸医療産業都市の魅力を発信することにより，医療関連企業の誘致を進めま

す。 

 

（12） 企業誘致のための基盤整備  99,700 

ベンチャーを含む様々な企業や研究機関の幅広いニーズに応える「ウェットラボ」

や利用者の交流を促進するスペース「イノベーションパーク」を備えた新たなオープ

ンイノベーション拠点「クリエイティブラボ神戸（CLIK）」の整備を推進します。 
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（13） WHO神戸センター運営支援  137,900 

国際的な社会貢献をはかるため，WHO神戸センターの運営を支援します。 

 

（14） ふるさと納税を活用した公益法人への助成事業  10,000 

ふるさと納税を活用し，神戸医療産業都市の推進に資する事業を行う公益法人を支

援します。 

 

（15） 中核施設の運営支援  1,570,670 

日本最大級のバイオメディカルクラスターへと成長した神戸医療産業都市におけ

る中核施設の運営を支援します。 

 

７． 新産業の育成・集積 

ＩＴを活用したスタートアップ（成長型起業家）は，これまでにない柔軟な発想によ

り，未知の製品やサービスを創造し，社会全体を変えうるインパクトを持っています。

スタートアップをはじめとした新産業を育成する環境を整備することにより，優れた人

材が多く神戸に集まり，発展的な活動が行われ，神戸の地域社会や経済に新しい風を吹

き込むイノベーション創出環境（エコシステム）を構築します。 

 

○ （1） シリコンバレーと連携した起業家育成プログラムの展開  220,250 

シリコンバレーを中心に世界的に活動するアクセラレータ（スタートアップの育成

支援団体）である「500 Startups」と連携し，アクセラレーションプログラムを実施

します。 

あわせて，兵庫県とともにファンドを創設しスタートアップへの資金提供を行うこ

とで，成長支援を行うとともに，「500 Startups」との連携を検討し，アクセラレーシ

ョンプログラム内容の充実をはかります。 

また，大学生等を対象に，神戸にゆかりのある起業家等を講師とするシリーズ講座

や海外派遣プログラムの実施，ふるさと納税を活用した高校生主体のプログラミング

教室の開催など，将来の起業家候補の裾野拡大をめざします。さらに，市内ＩＴ企業

によるインドの高度ＩＴ人材確保を支援します。 
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（注）事項の中の◎印は新規事業を，○印は拡充事業を示す。 

（単位：千円） 

 

○ （2） 官民一体型新ビジネス創出事業（アーバンイノベーションジャパン）の実施  64,400 

起業家の発掘・育成と社会課題解決を実現すべく，本市が抱える地域・行政課題に

対してスタートアップと行政職員が協働で解決手法の創出・ビジネス展開をめざす「ア

ーバンイノベーションジャパン」を実施します。神戸市だけでなく近隣自治体の課題も

集積することで，参加するスタートアップにとって魅力的な環境づくりをめざします。 

また，先進的な取り組みを広く発信するため，「GovTechサミット」を開催し，ふる

さと納税を活用したオウンドメディアを構築します。 

 

◎ （3） UNOPS グローバル・イノベーションセンターの開設に向けた整備  77,421   

国連プロジェクトサービス機関（UNOPS）による SDGs 上の国際的な課題の解決をめ

ざすインキュベーション施設の整備を行います。地元起業家をはじめ首都圏や海外から

のスタートアップを集積するとともに，世界規模の課題への挑戦・国連による調達をめ

ざせる街としてのブランド力の強化を行います。 

 

○ （4） 東京におけるスタートアップ施策の情報発信  20,352 

神戸が挑戦できる都市であることを認知拡散するために，先進的な発信手法を活用

のもと，スタートアップ施策の情報をブランド化し，首都圏や海外からのスタートアッ

プの集積，企業移転の促進を強化します。また，東京に「チーフ・エバンジェリスト」

を引き続き配置し，首都圏に向けた情報発信や企業開拓等の創出を行います。 

 

○ （5） スタートアップ企業の集積促進  32,991 

神戸でのスタートアップの集積およびイノベーショ

ン創出拠点の整備を促進するために，兵庫県と協調し補

助を行うとともに，本市のプログラムに参加した海外の

スタートアップを対象に神戸への移住支援を行います。 

 

○ （6） 知的交流拠点の整備  102,500 

神戸医療産業都市への進出企業，研究機関・大学，ＩＴ関連企業や神戸の地場のも

のづくり企業などが交流し，イノベーションの創出や新たな連携の促進を目的とした

「知的交流拠点」の整備（令和３年春開設予定）を行います。 

 

 

 

 

- 13 -



 

 

 

○ （7） シアトル・シリコンバレー拠点を活用した経済交流  48,957 

米国西海岸のＩＴ，航空宇宙分野関連企業等との経済・人材交流を目的として設置

した「神戸シアトルビジネスオフィス」において，併設する兵庫県ワシントン州事務

所と連携をはかりながら，ビジネス交流を促進します。 

また，令和元年５月に開設した「シリコンバレーオフィス」の体制を拡充し，米国

ＩＴ企業・スタートアップの誘致活動や日本のスタートアップの米国進出支援を強化

します。 

 

８． 企業誘致等の推進  

産業団地への企業集積が堅調に進む中，新たな補助制度などインセンティブの拡充に

より，外国・外資系企業を含むオフィス等への企業誘致を積極的に取り組みます。 

また，成長が期待されるアフリカとの経済交流を引き続き促進します。  

 

◎ （1） オフィスビル建設促進制度の制定  17,500 

近年，近隣都市において大型オフィスビルが相次いで建設され，業務機能の集積が進

んでおり，激化する都市間競争の中で，新たな都市活力や雇用の場を創出し，市内経済

の活性化をはかるため，オフィスビル供給のインセンティブとして「神戸市企業立地等

の促進のための支援措置に関する条例」を制定し，さらなる企業誘致に取り組みます。 

 

○ （2） 都心エリア等への企業誘致の強化  272,864 

不動産事業者等と連携しながら，都心エリアにおける最新の市況を把握し，オフィス

立地セミナーを実施するなど情報収集・発信に取り組むともに，企業拠点移転補助の要

件緩和をはかるなど，制度を拡充し積極的に企業誘致を推進します。 

 

（3） 企業誘致の推進  341,075 

民間ノウハウを活用した情報収集や情報発信に努め，引き続き産業団地への税軽減な

どのインセンティブを活用するとともに，関係機関との連携をはかり，成長が期待でき

る戦略産業等の誘致を進めます。 

 

○ （4） 外国・外資系企業の誘致  25,724 

医療，ＩｏＴ，ＡＩ，スマートエネルギーなどの成長分野で世界をリードする技術革

新が進む欧州企業を本格的に誘致するため，欧州にセールスエージェントを新たに配置

するほか， JETRO（日本貿易振興機構）等と連携した海外での投資誘致セミナーなど

を通じて，外国・外資系企業の誘致に取り組みます。 
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（注）事項の中の◎印は新規事業を，○印は拡充事業を示す。 

（単位：千円） 

 

（5） アフリカとの連携・交流事業  5,500 

アフリカ地域において，市内企業の新たなビジネス機会を創出するため，国内での

ビジネスセミナー等を開催するとともに，市内企業の訪問団による現地派遣など，さら

なる経済交流を促進します。 

 

９． ICT戦略の推進  

○ （1） ＩＣＴ等を活用した働き方改革等の推進  632,018 

ＩＣＴ活用により，区役所での手続きの簡素化など市民サービスの向上に取り組む

ほか，業務生産性向上や時間・場所の制約のない働き方を実現するため，テレワーク

やペーパレスのさらなる推進に取り組みます。 

 

○ （2） 社会保障・税番号制度の運用  1,055,085（うち元年度補正予算繰越 331,000）  

市民の利便性向上や効率的な行政サービスの提供に向け，引き続き，自治体間の情

報連携システムを安定的かつ情報セキュリティを確保して運用します。 

また，マイナンバーカードを利用した市民サービスの向上に取り組むとともに，マ

イナンバーカードの交付促進および令和２年９月の開始が予定されているマイナポイ

ントの普及・啓発を行います。 

 

（3） 庁内情報システムの全体最適化  1,412,332（うち元年度予算繰越 5,500）  

モバイルワーク等働き方改革を下支えする庁内ＩＣＴ基盤の効率的・安定的な運用

に努めるとともに，情報システムの最適化等を推進します。 

 

10. 市政課題への対応  

◎ （1） 教育行政支援事業  1,958 

本市教育行政への信頼を回復するため，教育委員会と市長部局がより一層相互連携

を強化し，総合教育会議の開催や教育大綱の改定，いじめ問題再調査委員会の提言に関

する検証・評価等に取り組みます。 

 

○ （2） 外郭団体改革の推進  5,000 

外郭団体等が自律的で強固なガバナンス機能を確立するために必要な支援・調整を

さらに進めるとともに，市政課題解決に向け，外郭団体等と市政の新たな連携の枠組み

について調査・検討を進めます。 
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２．歳入歳出予算一覧表

（単位：千円）

金　　額

1,013,788

2 補 助 金 1,013,788

1,363,477

2 補 助 金 618,258

3 委 託 金 745,219

225,086

1 財 産 運 用 収 入 225,086

217,938

1 寄 附 金 217,938

657,012

2 基 金 繰 入 金 657,012

222,856

5 貸 付 金 元 利 収 入 22,533

7 雑 入 200,323

786,000

1 市 債 786,000

4,486,157

25 市 債

合　　　　計

21 寄 附 金

24 諸 収 入

22 繰 入 金

20 財 産 収 入

19 県 支 出 金

18 国 庫 支 出 金

歳　　　　　　　　　　　　　　入　　

款 項
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（単位：千円）

金　　額

10,046,109

1 総 務 費 146,995

2 企 画 費 9,899,114

84,350

1 環 境 総 務 費 84,350

1,243,350

1 商 工 振 興 費 1,234,130

2 貿 易 観 光 費 9,220

1,257,906

10 外 国 語 大 学 費 1,257,906

12,631,715合　　　　計

13 教 育 費

7 商 工 費

6 環 境 費

2 総 務 費

歳　　　　　　　　　　　　　　出

款 項
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第２号議案

神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例の件  

神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例を次のように制定する。

令和２年２月 18日提出

神戸市長  久   元   喜   造

神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例

目次

第１章  総則（第１条・第２条）  

第２章  神戸オフィスビル建設促進ゾーン（第３条－第 11条）  

第３章  神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際経済ゾーン（第 12条－第 34 

条）  

第４章  雑則（第 35条－第 38条）

附則  

第１章  総則

（目的）  

第１条  この条例は，一定の地域を定め，当該地域において市税の不均一の課税

等をすることにより，オフィスビル事業，特定事業等及び国際経済事業の集積

を促進し，経済の新生に資することを目的とする。  

（定義）  

第２条  この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号

に定めるところによる。  

(1) 指定地域  次に掲げる地域をいう。

ア  神戸オフィスビル建設促進ゾーン（オフィスビル事業を促進するために

市長が指定する地域をいう。以下同じ。）  

イ  特別地域（アで指定する地域のうち，特にオフィスビル事業を促進する

地域として市長が指定する地域をいう。以下同じ。）  

ウ  神戸エンタープライズゾーン（特定事業，中核事業又は特例中核事業の

集積を促進するために市長が指定する地域をいう。以下同じ。）  

エ  神戸国際経済ゾーン（国際経済事業の集積を促進するために市長が指定

６．その他の議案 
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する地域をいう。以下同じ。）  

(2) オ フ ィ ス ビ ル  オフ ィ ス （ 建 築 基 準法 施 行 規 則 （ 昭 和 25年 建 設 省 令 第 40

号）別紙建築物又は建築物の部分の用途の区分 として定める事務所をいう。

以下同じ。）を用途の一つとして建設された建築物をいう。  

(3) オフィスビル事業  オフィスビルの建設及び運営を行う事業をいう。  

 (4) 特定事業  新たな経済的環境に即応していること等により持続的な成長が  

見込まれる産業分野又は集客力の抜本的な強化に寄与する産業分野に属する

ものであって別表第１に掲げる対象事業のうち市長が指定するものをいう。

ただし，次号に規定する中核事業に該当するものを除く。  

(5) 中核事業  前号の規定により市長が指定する対象事業のうち，基盤性若し

くは先導性を有するもの又は大きな経済的効果を及ぼすものであって市長

が指定するものをいう。ただし，次号に規定する特例中核事業に該当する

ものを除く。  

(6) 特例中核事業  前号の規定により市長が指定する対象事業のうち，経済的

効果の程度が特に著しいと認められるものであって市長が指定するものを

いう。  

(7) 国際経済事業  経済の発展への波及効果が将来にわたって持続的に期待で

きる成長分野における外国企業等が行う事業であって別表第１に掲げる対

象事業のうち市長が指定するものをいう。  

(8) 外国企業等  次のいずれかに該当する者をいう。  

ア  外国の 法令に基づ いて設 立され た法 人 （イ におい て「 外国企 業」とい

う。）であって，我が国の法令に基づいて設立された法人及び本邦内に住

所又は居所を有する個人の出資の金額の合計が資本金その他これに準ず

るものの２分の１を超えるもの以外のもの  

イ  我が国の法令に基づいて設立された株式会社又は有限会社であって，一

の外国企業が資本金の３分の１を超える出資をしているもの  

第２章  神戸オフィスビル建設促進ゾーン  

（オフィスビル事業計画の認定）  

第３条  神戸オフィスビル建設促進ゾーン内において，オフィスビルを新築（建
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築物がない敷地に適法に建築物を建築する行為をいう。）又は建替え（密集市

街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第 49号）第２

条第７号に規定する建替えをいう。）をしようとする者及び当該オフィスビル

の敷地である土地の所有者は，当該オフィスビルに係る建築確認（建築基準法

（昭和 25年法律第 201号）第６条第１項の規定による確認をいう。）の申請書を

提出する日までに，オフィスビル事業に関する計画（以下「オフィスビル事業

計画」という。）を作成し，これを市長に提出し，当該オフィスビル事業計画

が適当である旨の認定を受けることができる。  

２  オフィスビル事業計画には，次に掲げる事項を記載しなければならない。  

(1) オフィスビル事業の内容  

(2) オフィスビル事業を行おうとする者に関する事項  

(3) オフィスビルの用途別の床面積を記載した一覧表及びオフィスビルにおけ  

る各用途の位置が確認できる図面  

(4) 前３号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める事項   

３  次の各号のいずれかに該当するものは，第１項の認定を受けることができな

い。  

 (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）

第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第６号

に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）  

(2) 法人でその役員のうちに暴力団員があるもの  

(3) 暴力団員がその事業活動を支配するもの  

(4) 暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの  

(5) 暴力団員をその業務に従事させ，又は当該業務の補助者として使用するお

それのあるもの  

４  第１項の認定の対象となるオフィスビルは，当該オフィスビル事業計画が第

１条の目的に合致し，かつ，次の各号のいずれにも該当するものでなければな

らない。  

(1) 延べ床面積（共用部分の床面積を含む。）が 3,000平方メートル以上である

もの  
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(2) 共用部分を除く床面積が次のいずれの要件も満たすもの  

ア  賃貸借に供することのできるオフィスの床面積（オフィスビル認定事業

者（第１項又は第６条第１項の規定により市長の認定を受けた者をいう。

以下同じ。）が自ら使用する部分の床面積及びオフィスビル認定事業者の

子会社（会社法（平成 17年法律第 86号）第２条第３号の子会社をいう。）

又は親会社（同法第２条第４号の親会社をいう。）であるものが使用する

部分の床面積を除く。）が，共用部分を除く床面積の４分の１以上である

もの  

イ  住宅等（建築基準法別表第２ (い)項第１号から第３号までに掲げる建築物

及び同法第 52条第３項に規定する老人ホーム等をいう。以下同じ。）の用

に供する床面積並びに宗教活動及び政治活動の用に供する床面積の合計が，

共用部分を除く床面積の２分の１以下であるもの  

(3) 次のいずれかに該当する者が事業のために使用せず，又は自ら使用しない  

もの  

 ア  第１項の認定の対象となるオフィスビルにおいて，風俗営業等の規制及

び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）第２条第１項に

規定する風俗営業，同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第

11項に規定する特定遊興飲食店営業を行う者  

 イ  暴力団又は暴力団員  

 ウ  法人でその役員のうちに暴力団員があるもの  

エ  暴力団員がその事業活動を支配するもの  

オ  暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの  

カ  暴力団員をその業務に従事させ，又は当該業務の補助者として使用する

おそれのあるもの  

(4) 第１項の認定を受けた日の翌日から起算して１年を経過する日までに建設

に着手するもの  

(5) 第１項の認定を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日までに建設

が完了するもの  

(6) 神戸市の市税に未納，滞納又は未申告がないオフィスビル認定事業者がオ
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フィスビル事業を行うもの  

(7) 第１項の認定を受けるまでの間に，当該認定とは別に，この条例又は神戸

エンタープライズゾーン及び神戸国際経済ゾーンにおける支援措置に関す

る条例（平成８年 12月条例第 36号。以下「エンタープライズゾーン条例」

という。）の規定により認定を受けている計画に係るオフィスビル又はその

敷地である土地でないもの  

(8) 前各号に掲げるもののほか，規則で定めるもの  

５  市長は，オフィスビル事業計画の提出があった場合は，これを審査し，その

内容が適当であると認めるときは，第１項の認定をするものとする。  

（オフィスビルの建設着手期限の延長）  

第４条  前条第４項第４号の規定にかかわらず，市長は，災害その他やむを得な

い理由により前条第１項の認定を受けた日の翌日から起算して１年を経過する

日までにオフィスビル事業計画に係るオフィスビル事業に係るオフィスビルの

建設の着手をすることができないと認めるときは，オフィスビル認定事業者か

らの申請により，１年以内の期間を限って当該期間を延長することができる。  

（オフィスビル事業計画の変更）  

第５条  オフィスビル認定事業者は，第３条第１項の認定に係るオフィスビル事

業計画の変更をしようとするときは，市長に変更後の事業計画（以下「オフィ

スビル事業変更計画」という。）を提出し，認定を受けなければならない。 た

だし，当該変更が軽微なものとして市長が認めるものであるときは，この限り

でない。  

２  市長は，オフィスビル事業変更計画の提出があった場合は，これを審査し，

その内容が適当であると認めるときは，前項の認定をするものとする。  

（オフィスビル認定事業者の変更）  

第６条  オフィスビル認定事業者の変更をしようとする者は，次条第２項の規定

による届出を行うまでに，市長にオフィスビル認定事業者の変更に関する計画

（以下「オフィスビル認定事業者変更計画」という。）を提出し，認定を受け

なければならない。  

２  市長は，オフィスビル認定事業者変更計画の提出があった場合は，これを審

- 28 -



査し，その内容が適当であると認めるときは，前項の認定をするものとする。  

（オフィスビルの建設着手及び完成の届出）  

第７条  オフィスビル認定事業者は，オフィスビルの建設に着手したときは，そ

の旨を速やかに市長に届け出なければならない。  

２  オフィスビル認定事業者は，完成の日（オフィスビルの建設が完了した日を

いう。以下同じ。）までに，当該完成の日を記載した書面を市長に届け出なけ

ればならない。  

３  オフィスビル認定事業者は，完成の日以後，オフィスビルの用途別の床面積

を記載した一覧表，オフィスビルにおける各用途の位置が確認できる図面及び

その他市長が必要があると認める書面を速やかに市長に届け出なければならな

い。  

４  市長は，完成の日以後，第２項又は前項の書面の内容を確認するため，現地

その他必要と認めるものに係る調査を行うものとする。  

５  オフィスビル認定事業者は，前項の調査に協力しなければならない。  

（オフィスビル事業計画の認定の取消し）  

第８条  市長は，オフィスビル認定事業者が，その認定を受けたオフィスビル事

業計画（第５条第１項又は第６条第１項の規定による変更の認定があったとき

は，その変更後のもの。以下「認定オフィスビル事業計画」という。）につい

て，次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，その認定を取り消すこと

ができる。  

(1) 認定オフィスビル（第３条第１項，第５条第１項又は第６条第１項の認定

を受けたオフィスビルをいう。以下同じ。）が第３条第４項の要件を満たさ

なくなったとき。  

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反し

たとき。  

（オフィスビル事業に係る家屋又はその敷地である土地に係る固定資産税及び

都市計画税の不均一課税）  

第９条  オフィスビル認定事業者の，認定オフィスビル事業計画に係るオフィス

ビル事業に係る家屋又はその敷地である土地で , 当該オフィスビル認定事業
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者が所有するものに対して課する固定資産税及び都市計画税の額は，次の表に

掲げる地域の区分に応じ，その完成の日の属する年の翌年の１月１日（その完

成の日が１月１日である場合には，同日）を賦課期日とする年度からそれぞれ

同表に掲げる年度分の固定資産税及び都市計画税に限り，この項の規定の適用

がないものとした場合における神戸市市税条例（昭和 25年８月条例第 199号。

以下「市税条例」という。）第 36条の４及び第 179条の規定を適用して計算した

固定資産税額及び都市計画税額から，当該固定資産税額及び都市計画税額にそ

れぞれ２分の１を乗じて得た額を控除した額に相当する金額とする。  

 地域区分  適用年度  

１  特別地域  ５年度分  

２  神戸オフィスビル建設促進ゾーンのうち，特別

地域以外の地域  

３年度分  

２  前項の規定は，住宅等の用に供する床面積並びに宗教活動及び政治活動の用

に供する床面積の合計を除く家屋の床面積及びこれらに相当する敷地について

適用する。  

３  第５条第１項の規定による変更の認定を受けた者にあっては，初めて同項の

変更の認定を受けた日の翌日から起算して２年を経過する日又は第３条第１項

の認定を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日のいずれか遅い日まで

にオフィスビルの建設が完了した場合に限り，第１項の規定を適用する。  

（オフィスビル事業に係る家屋又はその敷地である土地に係る不均一課税等の

適用を受けようとする者がすべき申告）  

第 10条  前条の規定の適用を受けようとする者は，当該年度の初日の属する年の

１月 31日までに，規則で定めるところにより，認定オフィスビル事業計画に係

る認定オフィスビルの所在地その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出

しなければならない。  

（オフィスビル認定事業者に係る地位の承継）  

第 11条  オフィスビル認定事業者について相続があった場合における相続人（相

続人が２人以上ある場合において，その全員の同意によりオフィスビル事業を

承継すべき相続人を選定したときは，その者）は，市長の承認を受けて，完成

- 30 -



の日以後，当該オフィスビル認定事業者が有していた第３条第１項，第５条第

１項又は第６条第１項の認定に基づく地位を承継することができる。  

２  前項の承認を受けようとする者は，相続があった日の翌日から起算して３

月以内に，次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。  

(1) 承継前の認定オフィスビル事業計画に関する事項  

(2)  前項の承認を受けようとする者に関する事項  

(3)  相続に関する事項  

(4)   認定オフィスビル事業計画に係るオフィスビル事業の承継に関する事項  

(5)  前各号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める事項  

第３章  神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際経済ゾーン  

（事業計画の認定）  

第 12条  神戸エンタープライズゾーン内に所在する事務所又は事業所において認

定事業（特定事業，中核事業及び特例中核事業をいう。以下同じ。）を行おう

とする者（当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。）は，当該事業

を開始する日（認定事業者（この項の規定により市長の認定を受けた者をいう。

以下同じ。）が当該認定事業を開始する日として第 34条の規定により届け出た

日をいう。以下「事業開始日」という。）までに，当該認定事業に関する計画

（以下「事業計画」という。）を作成し，これを市長に提出し，当該事業計画

が適当である旨の認定を受けることができる。  

２  特定事業に係る事業計画（以下「特定事業計画」という。）には，次に掲げ

る事項を記載しなければならない。  

(1) 特定事業の内容  

(2) 特定事業を行おうとする者に関する事項  

(3) 特定事業に係る施設に関する事項  

(4) 前３号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める事項  

３  中核事業に係る事業計画（以下「中核事業計画」という。）には，次に掲げ

る事項を記載しなければならない。  

(1) 中核事業の内容  

(2) 中核事業を行おうとする者に関する事項  

- 31 -



(3) 中核事業に係る施設に関する事項  

(4) 前３号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める事項  

４  特例中核事業に係る事業計画（以下「特例中核事業計画」という。）には，

次に掲げる事項を記載しなければならない。  

(1) 特例中核事業の内容  

(2) 特例中核事業を行おうとする者に関する事項  

(3) 特例中核事業に係る施設に関する事項  

(4) 前３号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める事項  

５  第１項の認定を受けようとする者（以下「認定予定者」という。）は，当該

認定の前に，当該認定を受けた場合における次に掲げる事項を定めた協定を本

市と締結しなければならない。  

(1) 認定予定者は，事業開始日から当該事業の区分に応じ，別表第２に定める

期間（以下「実施義務期間」という。）は，当該認定を受けた事業計画に従

って当該認定事業を実施すること。  

 (2) 課税対象家屋等（第 15条（認定事業に係る部分に限る。）又は第 16条（認

定事業に係る部分に限る。）の規定に基づき固定資産税及び都市計画税の額

が算定されることとなる家屋，償却資産及び土地をいう。以下この項におい

て同じ。）を活用して，市民に対して雇用機会を提供し，かつ，雇用の維持

及び安定を図るよう努めること。  

(3) 課税対象家屋等を活用して，本市及び市民との協働による活動を通じて地

域社会に貢献するよう努めること。  

(4) 課税対象家屋等を活用して，本市に事業所を有する企業及び本市において

業務を行う大学その他の研究機関との連携を図るよう努めること。  

(5) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める事項  

６  市長は，事業計画の提出があった場合は，これを審査し，その内容が適当で

あると認めるときは，第１項の認定をするものとする。  

（事業計画の変更）  

第 13条  前 条 第 １ 項 の 認 定 を 受 け た 者 （ そ の 者 の 設 立 に 係 る 同 項 の 法 人 を 含

む。）は，当該認定に係る事業計画の変更をしようとするときは， 同項の認定
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を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日又は事業開始日のいずれか早

い日までに，市長に変更後の事業計画（以下「事業変更計画」という。）を提

出し，認定を受けなければならない。ただし，当該変更が軽微なものとして市

長が認めるものであるときは，この限りでない。  

２  市長は，事業変更計画の提出があった場合は，これを審査し，その内容が適

当であると認めるときは，前項の認定をするものとする。  

（事業計画の認定の取消し）  

第 14条  市長は，認定事業者が，その認定を受けた事業に関する計画（前条第１

項の規定による変更の認定があったときは，その変更後のもの。以下「認定事

業計画」という。）について，次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，

その認定を取り消すことができる。  

(1) 認定事業計画に従って認定事業を行わないとき。  

(2) 認定事業計画に係る認定事業の休止（一時的な休止を除く。）又は廃止を

したとき。  

(3)  市税を滞納したとき。  

(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反し

たとき。  

（認定事業に係る施設に係る固定資産税及び都市計画税の不均一課税）  

第 15条  認定事業者の，認定事業計画に係る認定事業に係る施設のうち規則で定

めるものの用に供する家屋若しくは償却資産のうち規則で定めるもの又はこれ

らの敷地である土地で，当該認定事業者が所有するものに対して課する固定資

産税及び都市計画税の額は，次の表に掲げる事業の区分に応じ，その事業開始

日の属する年の翌年の１月１日（その事業開始日が１月１日である場合には，

同日）を賦課期日とする年度からそれぞれ同表に掲げる年度分の固定資産税及

び都市計画税に限り，この項の規定の適用がないものとした場合における市税

条例第 36条の４及び第 179条の規定を適用して計算した固定資産税額及び都市

計画税額から，当該固定資産税額及び都市計画税額にそれぞれ同表に掲げる割

合を乗じて得た額を控除した額に相当する金額とする。  

 事業区分  適用年度  割合  
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１  特定事業  別表第１の２の項，６の項，７

の項又は９の項に掲げる分野に

該当する事業のうち規則で定め

るもの  

５年度分  ３分の２  

２  中核事業  

３  特例中核事業  10年度分  ３分の２  

４  特定事業  この表の１の項から３の項まで

に掲げるもの以外のもの  

５年度分  ２分の１  

５  中核事業  

６  特例中核事業  10年度分  ２分の１  

２  前項に規定する家屋は，次の各号のいずれにも該当するものでなければなら

ない。  

(1) 令和２年１月２日から令和５年３月 31日までの間（令和２年４月１日から  

令和５年３月 31日までの間において事業計画に係る第 12条第１項の規定によ

る認定（以下この条において「当初認定」という。）を受けた者にあっては，

当初認定を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日までの間を含み，

当初認定を受けた事業計画に関し，第 13条第１項，第 24条第１項，第 25条第

１項，第 26条第１項，第 27条第１項，第 28条第１項又は第 29条第１項のいず

れかの規定による変更の認定を受けた者にあっては，初めて変更の認定を受

けた日の翌日から起算して２年を経過する日又は当初認定を受けた日の翌日

から起算して３年を経過する日のいずれか遅い日までの間を含む。以下「認

定事業対象期間」という。）に建設に着手し，かつ取得したもの  

(2) 認定事業対象期間内に，当該認定事業計画に係る認定事業の用に供するも  

の  

(3) 第 12条第１項の認定を受けるまでの間に，当該認定とは別に，この条例又

はエンタープライズゾーン条例の規定に より認定を受けている計画に係る

家屋でないもの  

３  第１項に規定する償却資産は，次の各号のいずれにも該当するものでなけれ

ばならない。  

(1) 認定事業対象期間内に取得したもの  

(2) 認定事業対象期間内に，当該認定事業計画に係る認定事業の用に供するも  

の  
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(3) 事業開始日から起算して３月が経過した日の属する月の前月末日までに新

たに取得したもの  

(4) 第 12条第１項の認定を受けるまでの間に，当該認定とは別に，この条例又

はエンタープライズゾーン条例の規定に より認定を受けている計画に係る

償却資産でないもの  

４  第１項に規定する土地は，次の各号のいずれにも該当するものでなければな

らない。  

(1) 認定事業者が，令和２年１月２日から令和５年３月 31日までの間に取得し  

たもの  

(2) 第２項に規定する家屋の敷地である土地であるもの  

(3) 当初認定時に建設に着手していない場合は，その取得の日の翌日から起算

して１年を経過する日までに当該土地を敷地とする認定事業計画 に係る認

定事業に係る施設の建設に着手するもの  

(4) 第 12条第１項の認定を受けるまでの間に，当該認定とは別に，この条例又

はエンタープライズゾーン条例の規定に より認定を受けている計画に係る

家屋又は償却資産の敷地である土地でないもの  

（追加取得した認定事業に係る施設に係る固定資産税及び都市計画税の不均一  

課税）  

第 16条  前条の規定にかかわらず，認定事業者の，認定事業計画に係る認定事業

に係る施設のうち規則で定めるものの用に供する家屋又は償却資産であって，

次に掲げる場合のいずれかに該当するときは，当該家屋又は償却資産のうち規

則で定めるもので，当該認定事業者が所有するものに対して課する固定資産税

及び都市計画税の額は，その事業開始日の属する年の翌年の１月１日（その事

業開始日が１月１日である場合には，同日）を賦課期日とする年度から３年度

分の固定資産税及び都市計画税に限り，この項の規定の適用がないものとした

場合における市税条例第 36条の４及び第 179条の規定を適用して計算した固定

資産税額及び都市計画税額から，当該固定資産税額及び都市計画税額にそれぞ

れ２分の１を乗じて得た額を控除した額に相当する金額とする。  

(1) 当該認定事業計画に係る施設に係る家屋又は償却資産の敷地である土地が，
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当該認定事業者が既に実施している別の認定事業計画に係る家屋又は償却

資産の敷地であるとき（当該認定事業計画に係る施設が償却資産のみであ

るときは，当該認定事業者及び当該償却資産が規則で定める要件に該当す

るときに限る。次号において同じ。）。  

(2) 当該認定事業計画に係る施設に係る家屋又は償却資産の敷地である土地が，

エンタープライズゾーン条例の施行の日から令和２年３月 31日までの間に

おいて，当該認定事業者が認定を受けたことのある別の認定事業計画に係

る家屋又は償却資産の敷地であるとき。  

２  前項に規定する家屋は，次の各号のいずれにも該当するものでなければなら

ない。  

(1) 認定事業対象期間内に建設に着手し，かつ取得したもの  

(2) 認定事業対象期間内に，当該認定事業計画に係る認定事業の用に供するも  

の  

(3) 第 12条第１項の認定を受けるまでの間に，当該認定とは別に，この条例又

はエンタープライズゾーン条例の規定に より認定を受けている計画に係る

家屋でないもの  

３  第１項に規定する償却資産は，次の各号のいずれにも該当するものでなけれ

ばならない。  

(1) 認定事業対象期間内に取得したもの  

(2) 認定事業対象期間内に，当該認定事業計画に係る認定事業の用に供するも  

の  

(3) 事業開始日から起算して３月が経過した日の属する月の前月末日までに新

たに取得したもの  

(4) 第 12条第１項の認定を受けるまでの間に，当該認定とは別に，この条例又

はエンタープライズゾーン条例の規定に より認定を受けている計画に係る

償却資産でないもの  

（認定事業に係る施設の建設着手期限の延長）  

第 17条  第 15条第４項第３号の規定にかかわらず，市長は，災害その他やむを得

ない理由により，第 15条第４項に規定する土地の取得の日の翌日から起算して
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１年を経過する日までに当該土地を敷地とする認定事業計画に係る認定事業に

係る施設の建設の着手をすることができないと認めるときは，認定事業者から

の申請により，１年以内の期間を限って当該期間を延長することができる。  

（中核事業に係る施設又は特例中核事業に係る施設に係る事業所税の不均一課  

税）  

第 18条  事業所用家屋（市税条例第 177条の 10第１項第５号に規定する事業所用

家屋をいう。以下同じ。）で認定事業計画（中核事業計画又は特例中核事業計

画に限る。以下この条において同じ。）に係る認定事業に係る施設のうち規則

で定めるものに係る事業所等（市税条例第 177条の 10第１項第４号に規定する

事業所等をいう。以下同じ。）のうち認定事業対象期間内に認定事業が開始さ

れたものにおいて認定事業者が行う事業に対して課する事業所税（市税条例第

177条の 11第１項に規定する事業所税をいう。以下同じ。）のうち資産割（市税

条例第 177条の 10第１項第１号に規定する資産割をいう。以下同じ。）の額は，

次の表に掲げる事業の区分に応じ，当該認定事業計画に係る認定事業に係る施

設に係る事業所等において認定事業が開始された日から起算してそれぞれ同表

に掲げる年を経過する日以後に最初に終了する事業年度（個人の行う事業に対

して課する事業所税にあっては，個人に係る課税期間。以下同じ。）分までに

限り，この項の規定の適用がないものとした場合における市税条例第 177条の

15の規定を適用して計算した資産割額から，当該資産割額にそれぞれ同表に掲

げる割合を乗じて得た額を控除した額に相当する金額とする。  

 事業区分  経過年数  割合  

１  中核事業  別 表 第 １ の ２ の 項 ， ６ の 項 ，

７ の 項 又 は ９ の 項 に 掲 げ る 分

野 に 該 当 す る 事 業 の う ち 規 則

で定めるもの  

５年  ３分の２  

２  特例中核事業  10年  ３分の２  

３  中核事業  こ の 表 の １ の 項 及 び ２ の 項 に

掲げるもの以外のもの  

５年  ２分の１  

４  特例中核事業  10年  ２分の１  

２  前項の規定にかかわらず，事業所用家屋で認定事業計画に係る認定事業に係

る施設のうち規則で定めるものに係る事業所等のうち，認定事業対象期間内に
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認定事業が開始されたものであって，当該家屋に係る固定資産税及び都市計画

税について第 16条の適用を受けるものにおいて認定事業者が行う認定事業に対

して課する事業所税のうち資産割の額は，当該認定事業計画に係る認定事業に

係る施設に係る事業所等において認定事業が開始された日から起算して３年を

経過する日以後に最初に終了する事業年度分までに限り，この項の規定の適用

がないものとした場合における市税条例第 177条の 15の規定を適用して計算し

た資産割額から，当該資産割額に２分の１を乗じて得た額を控除した額に相当

する金額とする。  

３  前２項の規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は，課税標準の算定

期間（市税条例第 177条の 14第１項に規定する課税標準の算定期間をいう。）の

末日の現況によるものとする。  

（認定事業に係る施設に係る不均一課税等の適用を受けようとする者がすべき  

申告）  

第 19条  第 15条，第 16条又は前条第１項若しくは第２項の規定の適用を受けよう

とする者は，次の各号に掲げる者の区分に応じ，当該各号に定める日までに，

規則で定めるところにより，認定事業計画に係る認定事業に係る施設の所在地

その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。  

(1) 第 15条又は第 16条の規定の適用を受けようとする者  当該年度の初日の属

する年の１月 31日  

(2) 前条第１項又は第２項の規定の適用を受けようとする者（法人に 限る。）

市税条例第 177条の 18第１項に規定する申告納付の期限  

(3) 前条第１項又は第２項の規定の適用を受けようとする者（ 個人に限る。）  

市税条例第 177条の 19第１項に規定する申告納付の期限  

 （国際経済事業計画の認定等）  

第 20条  神戸国際経済ゾーン内に所在する事務所又は事業所において国際経済事

業を行おうとする者（当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。）は，

当該国際経済事業を開始する日（認定国際経済事業者（この項の規定により市

長の認定を受けた者をいう。以下同じ。）が当該国際経済事業を開始する日と

して第 34条の規定により届け出た日をいう。以下「国際経済事業開始日」とい
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う。）までに，当該国際経済事業に関する計画（以下「国際経済事業計画」と

いう。）を作成し，これを市長に提出し，当該国際経済事業計画が適当である

旨の認定を受けることができる。  

２  市長は，国際経済事業計画の提出があった場合は，これを審査し，その内容

が適当であると認めるときは，前項の認定をするものとする。  

３  第 12条第２項及び第５項並びに第 13条の規定は国際経済事業計画について，

第 14条の規定は第１項の認定について準用する。この場合において，第 12条第

２項中「特定事業に係る事業計画（以下「特定事業計画」という。）」とあるの

は「国際経済事業計画」と，「特定事業の」とあるのは「国際経済事業の」と，

「特定事業を」とあるのは「国際経済事業を」と，「特定事業に係る施設」と

あるのは「国際経済事業に係る施設」と，第 12条第５項第１号中「事業開始

日」とあるのは「国際経済事業開始日」と，「事業計画」とあるのは「国際経

済事業計画」と，「認定事業」とあるのは「国際経済事業」と，同項第２号中

「第 15条（認定事業に係る部分に限る。）又は第 16条（認定事業に係る部分に

限る。）」とあるのは「第 21条（国際経済事業に係る部分に限る。）又は第 22条

（国際経済事業に係る部分に限る。）」と，「認定事業」とあるのは「国際経済

事業」と，「，償却資産及び土地」とあるのは「及び償却資産」と，第 13条第

１項中「前条」とあるのは「第 20条」と，「事業計画」とあるのは「国際経済

事業計画」と，「事業開始日」とあるのは「国際経済事業開始日」と，「事業変

更計画」とあるのは「国際経済事業変更計画」と，同条第２項中「事業変更計

画」とあるのは「国際経済事業変更計画」と，第 14条中「認定事業者」とある

のは「認定国際経済事業者」と，「事業に関する計画」とあるのは「国際経済

事業に関する計画」と，「前条第１項」とあるのは「第 20条第３項において準

用する第 13条」と，「認定事業計画」とあるのは「認定国際経済事業計画」と，

「従って認定事業」とあるのは「従って国際経済事業」と，「係る認定事業」

とあるのは「係る国際経済事業」と読み替えるものとする。  

（国際経済事業施設に係る固定資産税及び都市計画税の不均一課税）  

第 21条  認定国際経済事業者の，認定国際経済事業計画に係る国際経済事業に係

る施設（以下「国際経済事業施設」という。）のうち規則で定めるものの用に
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供する家屋又は償却資産のうち規則で定めるもので，当該認定国際経済事業者

が所有するものに対して課する固定資産税及び都市計画税の額は，次の表に掲

げる事業の区分に応じ，その国際経済事業開始日の属する年の翌年の１月１日

（その国際経済事業開始日が１月１日である場合には，同日）を賦課期日とす

る年度から５年度分の固定資産税及び都市計画税に限り，この項の規定の適用

がないものとした場合における市税条例第 36条の４及び第 179条の規定を適用

して計算した固定資産税額及び都市計画税額から，当該固定資産税額及び都市

計画税額にそれぞれ同表に掲げる割合を乗じて得た額を控除した額に相当する

金額とする。  

 事業区分  割合  

１  別表第１の２の項，６の項，７の項又は９の項に掲げる分

野に該当する国際経済事業であって規則で定めるもの  

３分の２  

２  この表の１の項に掲げるもの以外の国際経済事業  ２分の１  

２  前項に規定する家屋は，次の各号のいずれにも該当するものでなければなら

ない。  

(1) 令和２年１月２日から令和５年３月 31日までの間（令和２年４月１日から

令和５年３月 31日までの間において国際経済事業計画に係る前 条第１項の

規定による認定（以下この条において「当初認定」という。）を受けた者に

あっては，当初認定を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日まで

の間を含み，当初認定を受けた国際経済事業計画に関し， 同条第３項にお

いて準用する第 13条の規定による変更の認定を受けた者にあっては，初め

て変更の認定を受けた日の翌日から起算して２年を経過する日又は当初認

定を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日のいずれか遅い日まで

の間を含む。以下「認定国際経済事業対象期間」という。）に建設に着手し，

かつ取得したもの  

(2) 認定国際経済事業対象期間内に，当該認定国際経済事業計画に係る国際経

済事業の用に供するもの  

(3) 前条第１項の認定を受けるまでの間に，当該認定とは別に，この条例又は

エンタープライズゾーン条例の規定に より認定を受けている計画に係る家
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屋でないもの  

３  第１項に規定する償却資産は，次の各号のいずれにも該当するものでなけれ

ばならない。  

(1) 認定国際経済事業対象期間内に取得したもの  

(2) 認定国際経済事業対象期間内に，当該認定国際経済事業計画に係る国際経

済事業の用に供するもの  

(3) 国際経済事業開始日から起算して３月が経過した日の属する月の前月末日

までに新たに取得したもの  

(4) 前条第１項の認定を受けるまでの間に，当該認定とは別に，この条例又は

エンタープライズゾーン条例の規定に より認定を受けている計画に係る償

却資産でないもの  

（追加取得した国際経済事業に係る施設に係る固定資産税及び都市計画税の不  

均一課税）  

第 22条  前条の規定にかかわらず，認定国際経済事業者の，認定国際経済事業計

画に係る国際経済事業に係る施設のうち規則で定めるものの用に供する家屋又

は償却資産であって，次に掲げる場合のいずれかに該当するときは，当該家屋

又は償却資産のうち規則で定めるもので，当該認定国際経済事業者が所有する

ものに対して課する固定資産税及び都市計画税の額は，その国際経済事業開始

日の属する年の翌年の１月１日（その国際経済事業開始日が１月１日である場

合には，同日）を賦課期日とする年度から３年度分の固定資産税及び都市計画

税に限り，この項の規定の適用がないものとした場合における市税条例第 36条

の４及び第 179条の規定を適用して計算した固定資産税額及び都市計画税額か

ら，当該固定資産税額及び都市計画税額にそれぞれ２分の１を乗じて得た額を

控除した額に相当する金額とする。  

(1) 当該認定国際経済事業計画に係る施設に係る家屋又は償却資産の敷地であ

る土地が，当該認定国際経済事業者が既に実施している別の認定国際経済

事業計画に係る家屋又は償却資産の敷地であるとき（当該 認定国際経済事

業計画に係る施設が償却資産のみであるときは，当該認定 国際経済事業者

及び当該償却資産が規則で定める要件に該当するときに限る。次号におい
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て同じ。）  

(2) 当該認定国際経済事業計画に係る施設に係る家屋又は償却資産の敷地であ

る土地が，エンタープライズゾーン条例の施行の日から令和２年３月 31日

にまでの間において，当該認定国際経済事業者が認定を受けたことのある

別の認定国際経済事業計画に係る家屋又は償却資産の敷地であるとき。  

２  前項に規定する家屋は，次の各号のいずれにも該当するものでなければなら

ない。  

(1) 認定国際経済事業対象期間内に建設に着手し，かつ取得したもの  

(2) 認定国際経済事業対象期間内に，当該認定国際経済事業計画に係る国際経  

済事業の用に供するもの  

(3) 第 20条第１項の認定を受けるまでの間に，当該認定とは別に，この条例又

はエンタープライズゾーン条例の規定に より認定を受けている計画に係る

家屋でないもの  

３  第１項に規定する償却資産は，次の各号のいずれにも該当するものでなけれ

ばならない。  

(1) 認定国際経済事業対象期間内に取得したもの  

(2) 認定国際経済事業対象期間内に，当該認定国際経済事業計画に係る国際経  

済事業の用に供するもの  

(3) 国際経済事業開始日から起算して３月が経過した日の属する月の前月末日

までに新たに取得したもの  

(4) 第 20条第１項の認定を受けるまでの間に，当該認定とは別に，この条例又

はエンタープライズゾーン条例の規定に より認定を受けている計画に係る

償却資産でないもの  

（国際経済事業施設に係る不均一課税等の適用を受けようとする者がすべき申  

告）  

第 23条  第 21条及び前条の規定の適用を受けようとする者は，当該年度の初日の

属する年の１月 31日までに，規則で定めるところにより，認定国際事業計画に

係る国際経済事業に係る施設の所在地その他必要な事項を記載した申告書を市

長に提出しなければならない。  
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（特定事業計画から中核事業計画への変更）  

第 24条  認定特定事業者（第 12条第１項の認定を受けた特定事業計画（第 13条第

１項の規定による変更の認定があったときは，その変更後のもの。以下「認定

特定事業計画」という。）に係る特定事業を行う者をいう。以下同じ。）は，そ

の行おうとしていた特定事業の内容を変更し，中核事業として行おうとすると

きは，第 12条第１項の規定により特定事業計画の認定（以下この条において

「当初認定」という。）を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日又は

事業開始日のいずれか早い日までに，認定特定事業計画を変更し，中核事業計

画を作成した上で，当該中核事業計画に係る第 12条第１項の規定による認定を

受けることができる。  

２  市長は，前項の規定による認定を行う場合において，当該認定に係る中核事

業計画と同項の規定による変更前の特定事業計画との間に高い関連性があると

認めるときは，当該認定後の第 15条（中核事業に係る部分に限る。），第 16条

（中核事業に係る部分に限る。）及び第 18条（中核事業に係る部分に限る。）の

規定の適用については，前項の規定により認定を受けた者が，変更前の特定事

業計画に係る第 12条第１項の認定を受けた当初から，認定中核事業計画（第 12

条第１項の認定を受けた中核事業計画（第 13条第１項の規定による変更の認定

があったときはその変更後のもの）をいう。以下同じ。）に従って中核事業を

行っていたものとみなすことができる。この場合における認定事業対象期間の

終期は，当初認定を受けた事業計画に関し，前項の規定による変更の認定を受

けた日（前項の規定による変更の認定を受ける前に第 13条第１項，第 25条第１

項，第 26条第１項，第 27条第１項，第 28条第１項又は第 29条第１項のいずれか

の規定による変更の認定を受けた者にあっては， 初めて変更の認定を受けた

日）の翌日から起算して２年を経過する日又は当初認定を受けた日の翌日から

起算して３年を経過する日のいずれか遅い日とする。  

（中核事業計画から特定事業計画への変更）  

第 25条  認定中核事業者（認定中核事業計画に係る中核事業を行う者をいう。以

下同じ。）は，その行おうとしていた中核事業の内容を変更し，特定事業とし

て行おうとするときは，第 12条第１項の規定により中核事業計画の認定（以下
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この条において「当初認定」という。）を受けた日の翌日から起算して３年を

経過する日又は事業開始日のいずれか早い日までに，認定中核事業計画を変更

し，特定事業計画を作成した上で，当該特定事業計画に係る第 12条第１項の規

定による認定を受けることができる。  

２  市長は，前項の規定による認定を行う場合において，当該認定に係る特定事

業計画と同項の規定による変更前の中核事業計画との間に高い関連性があると

認めるときは，当該認定後の第 15条（特定事業に係る部分に限る。）及び第 16

条（特定事業に係る部分に限る。）の規定の適用については，前項の規定によ

り認定を受けた者が，変更前の中核事業計画に係る第 12条第１項の認定を受け

た当初から，認定特定事業計画に従って特定事業を行っていたものとみなすこ

とができる。この場合における認定事業対象期間の終期は，当初認定を受けた

事業計画に関し，前項の規定による変更の認定を受けた日（前項の規定による

変更の認定を受ける前に第 13条第１項，第 24条第１項，第 26条第１項，第 27条

第１項，第 28条第１項又は第 29条第１項のいずれかの規定による変更の認定を

受けた者にあっては，初めて変更の認定を受けた日）の翌日から起算して２年

を経過する日又は当初認定を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日の

いずれか遅い日とする。  

（特定事業計画から特例中核事業計画への変更）  

第 26条  認定特定事業者は，その行おうとしていた特定事業の内容を変更し，特

例中核事業として行おうとするときは，第 12条第１項の規定により特定事業計

画の認定（以下この条において「当初認定」という。）を受けた日の翌日から

起算して３年を経過する日又は事業開始日のいずれか早い日までに，認定特定

事業計画を変更し，特例中核事業計画を作成した上で，当該特例中核事業計画

に係る第 12条第１項の規定による認定を受けることができる。  

２  市長は，前項の規定による認定を行う場合において，当該認定に係る特例中

核事業計画と同項の規定による変更前の特定事業計画との間に高い関連性があ

ると認めるときは，当該認定後の第 15条（特例中核事業に係る部分に限る。），

第 16条（特例中核事業に係る部分に限る。）及び第 18条（特例中核事業に係る

部分に限る。）の規定の適用については，前項の規定により認定を受けた者が，
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変更前の特定事業計画に係る第 12条第１項の認定を受けた当初から，認定特例

中核事業計画（第 12条第１項の認定を受けた特例中核事業計画（第 13条第１項

の規定による変更の認定があったときは，その変更後のもの）をいう。以下同

じ。）に従って特例中核事業を行っていたものとみなすことができる。 この場

合における認定事業対象期間の終期は，当初認定を受けた事業計画に関し，前

項の規定による変更の認定を受けた日（前項の規定による変更の認定を受ける

前に第 13条第１項，第 24条第１項，第 25条第１項，第 27条第１項，第 28条第１

項又は第 29条第１項のいずれかの規定による変更の認定を受けた者にあっては，

初めて変更の認定を受けた日）の翌日から起算して２年を経過する日又は当初

認定を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日のいずれか遅い日とする。  

（特例中核事業計画から特定事業計画への変更）  

第 27条  認定特例中核事業者（認定特例中核事業計画に係る特例中核事業を行う

者をいう。以下同じ。）は，その行おうとしていた特例中核事業の内容を変更

し，特定事業として行おうとするときは，第 12条第１項の規定により特例中核

事業計画の認定（以下この条において「当初認定」という。）を受けた日の翌

日から起算して３年を経過する日又は事業開始日のいずれか早い日までに，認

定特例中核事業計画を変更し，特定事業計画を作成した上で，当該特定事業計

画に係る第 12条第１項の規定による認定を受けることができる。  

２  市長は，前項の規定による認定を行う場合において，当該認定に係る特定事

業計画と同項の規定による変更前の特例中核事業計画との間に高い関連性があ

ると認めるときは，当該認定後の第 15条（特定事業に係る部分に限る。）及び

第 16条（特定事業に係る部分に限る。）の規定の適用については，前項の規定

により認定を受けた者が，変更前の特例中核事業計画に係る第 12条第１項の認

定を受けた当初から，認定特定事業計画に従って特定事業を行っていたものと

みなすことができる。この場合における認定事業対象期間の終期は，当初認定

を受けた事業計画に関し，前項の規定による変更の認定を受けた日（前項の規

定による変更の認定を受ける前に第 13条第１項，第 24条第１項，第 25条第１項，

第 26条第１項，第 28条第１項又は第 29条第１項のいずれかの規定による変更の

認定を受けた者にあっては，初めて変更の認定を受けた日）の翌日から起算し
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て２年を経過する日又は当初認定を受けた日の翌日から起算して３年を経過す

る日のいずれか遅い日とする。  

 （中核事業計画から特例中核事業計画への変更）  

第 28条  認定中核事業者は，その行おうとしていた中核事業の内容を変更し，特

例中核事業として行おうとするときは，第 12条第１項の規定により中核事業計

画の認定（以下この条において「当初認定」という。）を受けた日の翌日から

起算して３年を経過する日又は事業開始日のいずれか早い日までに，認定中核

事業計画を変更し，特例中核事業計画を作成した上で，当該特例中核事業計画

に係る第 12条第１項の規定による認定を受けることができる。  

２  市長は，前項の規定による認定を行う場合において，当該認定に係る特例中

核事業計画と同項の規定による変更前の中核事業計画との間に高い関連性があ

ると認めるときは，当該認定後の第 15条（特例中核事業に係る部分に限る。），

第 16条（特例中核事業に係る部分に限る。）及び第 18条（特例中核事業に係る

部分に限る。）の規定の適用については，前項の規定により認定を受けた者が，

変更前の中核事業計画に係る第 12条第１項の認定を受けた当初から，認定特例

中核事業計画に従って特例中核事業を行っていたものとみなすことができる。

この場合における認定事業対象期間の終期は，当初認定を受けた事業計画に関

し，前項の規定による変更の認定を受けた日（前項の規定による変更の認定を

受ける前に第 13条第１項，第 24条第１項，第 25条第１項，第 26条第１項，第 27

条第１項又は第 29条第１項のいずれかの規定による変更の認定を受けた者にあ

っては，初めて変更の認定を受けた日）の翌日から起算して２年を経過する日

又は当初認定を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日のいずれか遅い

日とする。  

 （特例中核事業計画から中核事業計画への変更）  

第 29条  認定特例中核事業者は，その行おうとしていた特例中核事業の内容を変

更し，中核事業として行おうとするときは，第 12条第１項の規定により特例中

核事業計画の認定（以下この条において「当初認定」という。）を受けた日の

翌日から起算して３年を経過する日又は事業開始日のいずれか早い日までに，

認定特例中核事業計画を変更し，中核事業計画を作成した上で，当該中核事業
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計画に係る第 12条第１項の規定による認定を受けることができる。  

２  市長は，前項の規定による認定を行う場合において，当該認定に係る中核事

業計画と同項の規定による変更前の特例中核事業計画との間に高い関連性があ

ると認めるときは，当該認定後の第 15条（中核事業に係る部分に限る。），第 16

条（中核事業に係る部分に限る。）及び第 18条（中核事業に係る部分に限る。）

の規定の適用については，前項の規定により認定を受けた者が，変更前の特例

中核事業計画に係る第 12条第１項の認定を受けた当初から，認定中核事業計画

に従って中核事業を行っていたものとみなすことができる。この場合における

認定事業対象期間の終期は，当初認定を受けた事業計画に関し，前項の規定に

よる変更の認定を受けた日（前項の規定による変更の認定を受ける前に第 13条

第１項，第 24条第１項，第 25条第１項，第 26条第１項，第 27条第１項又は第 28

条第１項のいずれかの規定による変更の認定を受けた者にあっては，初めて変

更の認定を受けた日）の翌日から起算して２年を経過する日又は当初認定を受

けた日の翌日から起算して３年を経過する日のいずれか遅い日とする。  

（認定特定事業者に係る地位の全部の承継）  

第 30条  次に掲げる者は，市長の承認を受けて，事業開始日以後，認定特定事業

者が有していた第 12条第１項，第 13条第１項，第 25条第１項又は第 27条第１項

の認定に基づく地位を承継することができる。  

(1) 認定特定事業者について相続があった場合における相続人（相続人が２人

以上ある場合において，その全員の同意により事業を承継すべき相続人を

選定したときは，その者）  

(2) 認定特定事業者について合併があった場合における合併後存続する法人又

は合併により設立した法人  

(3) 認定特定事業者について分割（認定特定事業計画に係る特定事業の全部を

承継させるものに限る。）があった場合における分割によりその特定事業の

全部を承継した法人  

(4) 認定特定事業者が株式交換を行った場合における当該認定特定事業者の発

行済株式の全部を取得した会社（認定特定事業計画に係る特定事業の全部

を承継した株式会社又は合同会社に限る。）  
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(5) 認定特定事業者が株式移転（他の株式会社と共同してするものを含む。）

を行った場合における株式移転により設立された株式会社（認定特定 事業

計画に係る特定事業の全部を承継したものに限る。）  

(6) 認定特定事業計画に係る特定事業の全部が譲渡された場合におけるその特

定事業の全部を譲り受けた者  

２  前項の承認を受けようとする者は，事業承継日（相続があった日，合併があ

った日，分割があった日，株式交換があった日，株式移転があった日又は特定

事業の譲渡があった日をいう。）の翌日から起算して３月以内に，次に掲げる

事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。  

(1) 承継前の認定特定事業計画に関する事項  

(2) 前項の承認を受けようとする者に関する事項  

(3) 相続，合併，分割，株式交換，株式移転又は特定事業の譲渡に関する事項  

(4) 認定特定事業計画に係る特定事業の承継に関する事項  

(5) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める事項  

（認定中核事業者，認定特例中核事業者及び認定国際経済事業者に係る地位の

全部の承継への準用）  

第 31条  前条の規定は，認定中核事業者が有していた第 12条第１項，第 13条第１

項，第 24条第１項又は第 29条第１項の認定に基づく地位の承継について準用す

る。この場合において，前条第１項中「認定特定事業者」とあるのは「認定中

核事業者」と，「第 25条第１項又は第 27条第１項」とあるのは「第 24条第１項

又 は 第 29条 第１ 項」 と ，「認 定 特定 事業 計 画」 と ある のは 「 認定 中 核事 業計

画」と，「特定事業の」とあるのは「中核事業の」と，同条第２項中「特定事

業の」とあるのは「中核事業の」と，「認定特定事業計画」とあるのは「認定

中核事業計画」と読み替えるものとする。  

２  前条の規定は，認定特例中核事業者が有していた第 12条第１項，第 13条第１

項，第 26条第１項又は第 28条第１項の認定に基づく地位の承継について準用す

る。この場合において，前条第１項中「認定特定事業者」とあるのは「認定特

例中核事業者」と，「第 25条第１項又は第 27条第１項」とあるのは「第 26条第

１項又は第 28条第１項」と，「認定特定事業計画」とあるのは「認定特例中核
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事業計画」と，「特定事業の」とあるのは「特例中核事業の」と，同条第２項

中「特定事業の」とあるのは「特例中核事業の」と，「認定特定事業計画」と

あるのは「認定特例中核事業計画」と読み替えるものとする。  

３  前条の規定は，認定国際経済事業者が有していた第 20条第１項又は同条第３

項において準用する第 13条の認定に基づく地位の承継について準用する。この

場合において，前条第１項中「事業開始日」とあるのは「国際経済事業開始

日」と，「認定特定事業者」とあるのは「認定国際経済事業者」と，「第 12条第

１項，第 13条第１項，第 25条第１項又は第 27条第１項」とあるのは「第 20条第

１項又は同条第３項において準用する第 13条」と，「認定特定事業計画」とあ

るのは「認定国際経済事業計画」と，「特定事業の」とあるのは「国際経済事

業 の 」と ， 同条 第２ 項 中「 特 定事 業の 」 とあ る のは 「国 際 経済 事 業の 」と ，

「認定特定事業計画」とあるのは「認定国際経済事業計画」と読み替えるもの

とする。  

（認定特定事業者の財産の一部の承継に係る地位の一部の承継）  

第 32条  次に掲げる者は，市長の承認を受けて，事業開始日以後，承継を受けた

特定事業家屋等（第 15条又は第 16条の規定により固定資産税及び都市計画税に

つき不均一の課税の対象となる家屋，償却資産又は土地をいう。以下同じ。）

に係る範囲内において，認定特定事業者が有していた第 12条第１項，第 13条第

１項，第 25条第１項又は第 27条第１項の認定に基づく地位を承継することがで

きる。  

(1) 認定特定事業者について分割（認定特定事業計画に係る特定事業の全部を

承継させるものを除く。）があった場合における分割により特定事業家屋等

の一部を承継した法人  

(2) 認定特定事業者が株式交換を行った場合における当該認定特定事業者の発

行済株式の全部を取得した会社（認定特定事業計画に係る特定事業の全部

を承継した株式会社又は合同会社を除 き，特定事業家屋等の一部を承継し

た株式会社又は合同会社に限る。）  

(3) 認定特定事業者が株式移転（他の株式会社と共同してするものを含む。）

を行った場合における株式移転により設立された株式会社（ 認定特定事業
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計画に係る特定事業の全部を承継したものを除き，特定事業家屋等の一部

を承継した株式会社又は合同会社に限る。）  

(4) 認定特定事業計画に係る特定事業の譲渡（当該特定事業の全部を譲渡する

ものを除く。）があった場合における特定事業家屋等の一部を譲り受けた者  

２  前項の承認は，次の各号のいずれかに該当する場合でなければ，行うことが

できないものとする。  

(1) 地位の承継を受けようとする者が，認定特定事業者が認定を受けていた特

定事業計画に従った特定事業を，単独で引き続き行うことができるものと

認められること。  

(2) 地位の承継を受けようとする者が複数いる場合にあっては，これら複数の

者が，認定特定事業者が認定を受けていた特定事業計画に従った特定事業

を，共同で引き続き行うことができるものと認められること。  

(3) 特定事業家屋等の一部が認定特定事業者に留保されている場合にあっては，

当該認定特定事業者と地位の承継を受けようとする者（地位の承継を受け

ようとする者が複数いる場合を含む。）が，認定特定事業者が認定を受けて

いた特定事業計画に従った特定事業を，共同で引き続き行うことができる

ものと認められること。  

３  市長は，第１項の承認を行う場合において，必要があると認めるときは，第

13条第１項の認定を合わせて行うものとする。この場合において，市長は，必

要があると認めるときは，１の認定特定事業者が行っていた特定事業を複数の

認定特定事業者が行うよう変更する旨の特定事業計画の変更を認定することが

できる。  

４  第１項の承認を受けようとする者は，事業承継日（分割があった日，株式交

換があった日，株式移転があった日又は特定事業の一部の譲渡があった日をい

う。）の翌日から起算して３月以内に，次に掲げる事項を記載した書面を市長

に提出しなければならない。  

(1) 承継前の認定特定事業計画に関する事項  

(2) 第１項の承認を受けようとする者に関する事項  

(3) 分割，株式交換，株式移転又は特定事業の一部の譲渡に関する事項  
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(4) 認定特定事業計画に係る特定事業の承継に関する事項  

(5) 第１項の承認を受けようとする者に係る承継後の特定事業計画に関する事     

 項  

(6) 第２項各号に関する事項  

(7) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める事項  

（認定中核事業者，認定特例中核事業者及び認定国際経済事業者についての財

産の一部の承継に係る地位の一部の承継への準用）  

第 33条  前条の規定は，認定中核事業者が有していた第 12条第１項，第 13条第１

項，第 24条第１項又は第 29条第１項の認定に基づく地位の承継について準用す

る。この場合において，前条第１項中「特定事業家屋等」とあるのは「中核事

業家屋等」と，「土地」とあるのは「土地並びに第 18条（中核事業に係る部分

に限る。）の規定により事業所税につき不均一の課税の対象とな る事業所等」

と，「認定特定事業者」とあるのは「認定中核事業者」と，「第 25条第１項又は

第 27条第１項」とあるのは「第 24条第１項又は第 29条第１項」と，「認定特定

事 業 計画 」 とあ るの は 「認 定 中核 事業 計 画」 と ，「特 定事 業 の」 と ある のは

「中核事業の」と，同条第２項中「認定特定事業者」とあるのは「認定中核事

業者」と，「特定事業計画」とあるのは「中核事業計画」と，「特定事業を」と

あ る のは 「 中核 事業 を 」と ，「 特定 事業 家 屋等 」 とあ るの は 「中 核 事業 家屋

等」と，同条第３項中「認定特定事業者」とあるのは「認定中核事業者」と，

「 特 定事 業 を」 とあ る のは 「 中核 事業 を 」と ，「 特定 事業 計 画」 と ある のは

「中核事業計画」と，同条第４項中「特定事業の」とあるのは「中核事業の」

と，「認定特定事業計画」とあるのは「認定中核事業計画」と，「特定事業計画

に関する」とあるのは「中核事業計画に関する」と読み替えるものとする。  

２  前条の規定は，認定特例中核事業者が有していた第 12条第１項，第 13条第１

項，第 26条第１項又は第 28条第１項の認定に基づく地位の承継について準用す

る。この場合において，前条第１項中「特定事業家屋等」とあるのは「特例中

核事業家屋等」と，「土地」とあるのは「土地並びに第 18条（特例中核事業に

係る部分に限る。）の規定により事業所税につき不均一の課税の対象とな る事

業所等」と，「認定特定事業者」とあるのは「認定特例中核事業者」と，「第 25
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条第１項又は第 27条第１項」とあるのは「第 26条第１項又は第 28条第１項」と，

「 認 定特 定 事業 計画 」 とあ る のは 「認 定 特例 中 核事 業計 画 」と ，「 特定 事業

の」とあるのは「特例中核事業の」と，同条第２項中「認定特定事業者」とあ

るのは「認定特例中核事業者」と，「特定事業計画」とあるのは「特例中核事

業計画」と，「特定事業を」とあるのは「特例中核事業を」と，「特定事業家屋

等」とあるのは「特例中核事業家屋等」と，同条第３項中「認定特定事業者」

とあるのは「認定特例中核事業者」と，「特定事業を」とあるのは「特例中核

事業を」と，「特定事業計画」とあるのは「特例中核事業計画」と，同条第４

項中「特定事業の」とあるのは「特例中核事業の」と，「認定特定事業計画」

とあるのは「認定特例中核事業計画」と，「特定事業計画に関する」とあるの

は「特例中核事業計画に関する」と読み替えるものとする。  

３  前条の規定は，認定国際経済事業者が有していた第 20条第１項又は同条第３

項において準用する第 13条の認定に基づく地位の承継について準用する。この

場合において，前条第１項中「事業開始日」とあるのは「国際経済事業開始

日」と，「特定事業家屋等」とあるのは「国際経済事業家屋等」と，「第 15条又

は第 16条」とあるのは「第 21条又は第 22条」と，「，償却資産又は土地」とあ

るのは「又は償却資産」と，「認定特定事業者」とあるのは「認定国際経済事

業者」と，「第 12条第１項，第 13条第１項，第 25条第１項又は第 27条第１項」

とあるのは「第 20条第１項又は同条第３項において準用する第 13条」と，「認

定特定事業計画」とあるのは「認定国際経済事業計画」と，「特定事業の」と

あるのは「国際経済事業の」と，同条第２項中「認定特定事業者」とあるのは

「 認 定国 際 経済 事業 者 」と ，「 特定 事業 計 画」 と ある のは 「 国際 経 済事 業計

画」と，「特定事業を」とあるのは「国際経済事業を」と，「特定事業家屋等」

とあるのは「国際経済事業家屋等」と，同条第３項中「第 13条第１項」とある

のは「第 20条第３項において準用する第 13条」と，「認定特定事業者」とある

の は 「認 定 国際 経済 事 業者 」 と ，「 特定 事 業を 」 とあ るの は 「国 際 経済 事業

を」と，「特定事業計画」とあるのは「国際経済事業計画」と，同条第４項中

「特定事業の」とあるのは「国際経済事業の」と，「認定特定事業計画」とあ

る の は「 認 定国 際経 済 事業 計 画」 と ，「 特 定事 業 計画 に関 す る」 と ある のは
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「国際経済事業計画に関する」と読み替えるものとする。  

（事業の開始等の届出）  

第 34条  次の表の左欄に掲げる者は，同表の右欄に定める事業を開始し，休止し，

又は廃止しようとするときは，その旨を速やかに市長に届け出なければならな

い。  

認定特定事業者  認定特定事業計画に係る特定事業  

認定中核事業者  認定中核事業計画に係る中核事業  

認定特例中核事業者  認定特例中核事業計画に係る特例中核事業  

認定国際経済事業者  認定国際経済事業計画に係る国際経済事業  

第４章  雑則  

（報告の徴収等）  

第 35条  市長は，この条例における計画の認定に係る適正な審査又は事業の適正

な実施を確保するため必要があると認めるときは，当該計画の認定の審査に係

る事項若しくは当該事業の実施の状況に関し必要な報告を求め，又はその職員

に，次に掲げる場所に立ち入り，当該計画の認定の審査に係る事項若しくは当

該事業の実施の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。  

 (1) 第３条，第５条，第６条，第 12条，第 13条又は第 20条の認定に係る家屋，

償却資産及び土地  

(2) 第９条，第 15条，第 16条，第 21条又は第 22条の規定の適用を受ける家屋，

償却資産及び土地  

(3) 第 18条の規定の適用を受ける事業所等  

２  前項の場合においては，オフィスビル認定事業者，認定事業者及び認定国際

経済事業者は，これに協力するものとする。  

３  第１項の規定により立入検査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，

かつ，関係人の請求があるときは，関係人にこれを提示しなければならない。  

４  第１項の規定による立入検査の権限は，犯罪捜査のために認められたものと

解してはならない。  

５  認定事業者及び認定国際経済事業者は，実施義務期間内においては，第１項

に基づく調査に応じなければならない。  
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 （事業実施確認）  

第 36条  市は，この条例に規定する事業が適正かつ確実に実施されているかどう  

かを把握することによりこの条例の規定が厳格に適用されるよう，少なくとも

毎年１回以上事業の実施状況についての調査を行うなど，税負担の公平を確保

するために必要な措置を講ずるものとする。  

 （市の責務）  

第 37条  市は，第１条の目的を達成するために，必要な規制の緩和，財政上の措

置その他の必要な施策を講じることにより，オフィスビル事業，特定事業等及

び国際経済事業の集積を促進するための事業環境の整備に努めるものとする。  

（施行細目の委任）  

第 38条  この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は，令和２年４月１日から施行する。  

（この条例の失効）  

２  この条例は，令和５年３月 31日限り，その効力を失う。  

 （失効に伴う経過措置）  

３  次に掲げるものについては，この条例は，前項に規定する日（以下「失効

日」という。）後も，なおその効力を有する。  

(1) 次に掲げるものに対して課する固定資産税及び都市計画税  

ア  失効日までに取得され，かつ，認定オフィスビル事業計画に係る第９  

条に規定する家屋（同条に規定するオフィスビル認定事業者が令和２年４

月１日から失効日までの間に第３条第１項の規定による認定（アにおいて

「当初オフィスビル事業認定」という。）を受けた場合にあっては，当初

オフィスビル事業認定を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日ま

で，当初オフィスビル事業認定を受けた日の翌日から起算して３年を経過

する日又は完成の日のいずれか早い日までの間に当初オフィスビル事業認

定を受けたオフィスビル事業計画に関し，第５条第１項の規定による変更

の認定を受けた者にあっては，初めて変更の認定を受けた日の翌日から起
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算して２年を経過する日又は当初オフィスビル事業認定を受けた日の翌日

から起算して３年を経過する日のいずれか遅い日までの間に取得されたも

のを含む。）で当該オフィスビル認定事業者が所有するもの  

イ  アに掲げるものの敷地である土地（第９条に規定する土地に限る。）で

当該オフィスビル認定事業者が所有するもの  

ウ  失効日までに取得され，かつ，認定事業計画に係る認定事業の用に供  

された第 15条又は第 16条に規定する家屋又は償却資産（第 15条又は第 16条

に規定する認定事業者が令和２年４月１日から失効日までの間（以下「特

定期間」という。）に第 12条第１項の規定による認定（ウ及びエにおいて

「当初認定」という。）を受けた場合にあっては，当初認定を受けた日の

翌日から起算して３年を経過する日まで，当初認定を受けた日の翌日から

起算して３年を経過する日又は事業開始日のいずれか早い日までの間に当

初認定を受けた事業計画に関し，第 13条第１項，第 24条第１項，第 25条第

１項，第 26条第１項，第 27条第１項，第 28条第１項又は第 29条第１項のい

ずれかの規定による変更の認定を受けた者にあっては，初めて変更の認定

を受けた日の翌日から起算して２年を経過する日又は当初認定を受けた日

の翌日から起算して３年を経過する日のいずれか遅い日までの間に取得さ

れ，かつ，認定事業計画に係る認定事業の用に供されたものを含む。）で

当該認定事業者が所有するもの  

エ  ウに掲げるものの敷地である土地（第 15条に規定する認定事業者が令  

和２年１月２日から失効日までの間に取得し，かつ，当初認定時に建設に

着手していない場合は，その取得の日の翌日から起算して１年を経過する

日までに当該土地を敷地とする同条に規定する認定事業に係る施設の建設

の着手があったものに限る。）で当該認定事業者が所有するもの  

オ  失効日までに取得され，かつ，認定国際経済事業計画に係る国際経済  

事業の用に供された第 21条又は第 22条に規定する家屋又は償却資産（第 21

条又は第 22条に規定する認定国際経済事業者が特定期間に第 20条第１項の

規定による認定（オにおいて当初認定という。）を受けた場合にあっては，

当初認定を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日まで，当初認定
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を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日又は国際経済事業開始日

のいずれか早い日までの間に当初認定を受けた国際経済事業計画に関し，

同条第３項において準用する第 13条の規定による変更の認定を受けた者に

あっては，初めて変更の認定を受けた日の翌日から起算して２年を経過す

る日又は当初認定を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日のいず

れか遅い日までの間に取得され，かつ，認定国際経済事業計画に係る国際

経済事業の用に供されたものを含む。）で当該認定国際経済事業者が所有

するもの  

(2) 失効日までに認定事業計画に係る認定事業が開始された第 18条に規定する

事業所等（同条に規定する認定事業者が特定期間に中核事業計画に係る第

12条第１項の規定による認定又は特例中核事業計画に係る第 12条第１項の

規定による認定（この号において「当初認定」という。）を受けた場合にあ

っては，当初認定を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日まで，

当初認定を受けた日の翌日から起算して３年を経過する 日又は事業開始日

のいずれか早い日までの間に当初認定を受けた事業計画に関し ，第 13条第

１項，第 24条第１項，第 26条第１項，第 28条第１項又は第 29条第１項のい

ずれかの規定による変更の認定を受けた者 にあっては，初めて変更の認定

を受けた日の翌日から起算して２年を経過する日又は当 初認定の翌日から

起算して３年を経過する日のいずれか遅い日までの間に，認定事業に係る

認定事業を開始したものを含む。）において第 18条に規定する認定事業者が

行う事業に対して課する事業所税  

４  第６条の規定は，失効日後も，同条の規定が効力を有するとしたならば当該

規定によりオフィスビル認定事業者の変更の認定を受けることができる者が，

附則第３項の規定によりなおその効力を有することとされるこの条例の規定に

基づいて固定資産税又は都市計画税に係る不均一の課税の対象者となり得る限

りにおいて，なおその効力を有する。  

５  第 11条の規定は，失効日後も，同条の規定が効力を有するとしたならば当該

規定により地位の承継を受けることができる者が，附則第３項の規定によりな

おその効力を有することとされるこの条例の規定に基づいて固定資産税又は都
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市計画税に係る不均一の課税の対象者となり得る限りにおいて，なおその効力

を有する。  

６  第 24条から第 29条までの規定は，失効日後も，次に掲げる者が，附則第３項

の規定によりなおその効力を有することとされるこの条例の規定に基づいて固

定資産税，都市計画税又は事業所税に係る不均一の課税の対象者となり得る限

りにおいて，なおその効力を有する。  

(1) 失効日後も第 24条から第 29条までの規定が効力を有するとしたならば第 24

条又は第 29条の規定により中核事業計画に係る第 12条第１項の認定を受け

ることができる者  

(2) 失効日後も第 24条から第 29条までの規定が効力を有するとしたならば第 25

条又は第 27条の規定により特定事業計画に係る第 12条第１項の認定を受け

ることができる者  

(3) 失効日後も第 24条から第 29条までの規定が効力を有するとしたならば第 26

条又は第 28条の規定により特例中核事業計画に係る第 12条第１項の認定を

受けることができる者  

７  第 30条から第 33条までの規定は，失効日後も，第 30条から第 33条までの規定

が効力を有するとしたならば当該規定により地位の承継を受けることができる

者が，附則第３項の規定によりなおその効力を有することとされるこの条例の

規定に基づいて固定資産税，都市計画税又は事業所税に係る不均一の課税の対

象者となり得る限りにおいて，なおその効力を有する。  

８  第７条，第 34条，第 35条及び第 36条の規定は，失効日後も，次の表の左欄に

掲げる者に係る同表の中欄に掲げる期限における同表の右欄に掲げる事業の実

施に必要な限りにおいて，なおその効力を有する。  

オフィスビル認定事

業者  

第 ９ 条 第 １ 項 に 規 定

す る 不 均 一 課 税 の 適

用年度終了まで  

認定オフィスビル事業計画

に係るオフィスビル事業  

認定特定事業者  第 12条 第 ５ 項 第 １ 号

に 規 定 す る 実 施 義 務

期間終了まで  

認定特定事業計画に係る特

定事業  
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認定中核事業者  第 12条 第 ５ 項 第 １ 号

に 規 定 す る 実 施 義 務

期間終了まで  

認定中核事業計画に係る中

核事業  

認定特例中核事業者  第 12条 第 ５ 項 第 １ 号

に 規 定 す る 実 施 義 務

期間終了まで  

認定特例中核事業計画に係

る特例中核事業  

認定国際経済事業者  第 20条 第 ３ 項 に お い

て 準 用 す る 第 12条 第

５ 項 第 １ 号 に 規 定 す

る 実 施 義 務 期 間 終 了

まで  

認定国際経済事業計画に係

る国際経済事業  

９  第 12条第５項及び第 20条第３項において準用する第 12条第５項の規定に基づ

き本市と認定事業者及び認定国際経済事業者との間で締結された協定の効力に

ついては，失効日後も，なお従前の例による。  

別表第１（第２条関係）  

分野  対象事業  

１  生活文化に関

連する分野  

(1) 繊 維 工 業 品 ， 雑 貨 工 業 品 ， 貴 金 属 製 品 ， 家 具 製

品，食料品，飲料水その他の生活文化に関する製品

の製造又は卸売りの事業であって，当該製品の企画

及び開発を併せて行うもの又は主として神戸市内に

おいて企画及び開発をした製品を扱うもの  

(2) (1)の製品に関するデザインその他企画及び開発に

関する専門的なサービスを行う事業  

(3) (1)及び (2)に掲げる事業に類するものとして市長が

特に必要があると認める事業  

２  情報及び通信

に関連する分野  

(1) 情報処理又は電気通信の高度化に資する電子機器

又は通信機器の開発又は製造を行う事業  

(2) 電気通信による情報の流通の円滑化に資する電気

通信事業又は放送事業に関するサービスを提供する
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事業  

(3) ソフトウェアの作成，情報処理サービス又は情報

提供サービスを行う事業  

(4) 電気通信回線又は無線を利用して新たなサービス

を提供し，又はサービスの提供の方式を改善する事

業  

(5) 高度なソフトウェア技術を利用して映像の開発又

は制作を行う事業  

(6) 電気通信回線又は電子機器を利用して顧客情報そ

の他の情報のバックアップを行う事業  

(7) (1)から (6)までに掲げる事業に類するものとして市

長が特に必要があると認める事業  

３  国際化に関連

する分野  

(1) 外国企業等が我が国において行う事業の円滑な実

施を支援する事業  

(2) 外国企業等が行う事業のうち神戸市内の事業者の

事業活動に係る技術の高度化又は経営の能率の向上

に寄与するもの  

(3) (1)及び (2)に掲げる事業に類するものとして市長が

特に必要があると認める事業  

４  集客に関連す

る分野  

(1) 高度な集客力を有する文化施設，スポーツ施設又

はレクリエーション施設の設置及び運営を行う事業  

(2) (1)に掲げる事業に類するものとして市長が特に必

要があると認める事業  

５  物流に関連す

る分野  

(1) 高度な荷さばき，保管，流通加工等の機能を有す

る物流施設の設置及び運営を行う事業  

(2) (1)に掲げる事業に類するものとして市長が特に必

要があると認める事業  

６  医療，健康及

び福祉に関連す

(1) 高度な医療技術又はバイオテクノロジーの発展に

寄与する医療機器，医療用品，理化学機械器具又は
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る分野  歯科材料の開発又は製造を行う事業  

(2) バイオテクノロジーその他の高度な技術を利用し

て医薬品の開発を行う事業及び医薬品の製造に係る

装置の開発又は製造を行う事業  

(3) 介護を行う者の負担の軽減に資する福祉用具の開

発又は製造を行う事業  

(4) 健康の保持及び増進を図るための製品を開発若し

くは製造し，又はサービスを総合的に提供する事業  

(5) (1)から (4)までに規定する事業その他医療技術の発

展に寄与する事業に係る専門的なサービスを提供す

る事業  

(6) (1)から (5)までに掲げる事業に類するものとして市

長が特に必要があると認める事業  

７  環境に関連す

る分野  

(1) 高度な技術を利用した集じん装置，排水処理装置

その他の公害防止装置の開発を行う事業  

(2) 自然的作用により完全に分解することその他これ

に類することにより環境への負荷の低減に資する原

材料の製造に係る技術の開発を行う事業  

(3) 再生資源の利用の促進に資する技術の開発を行う

事業  

(4) オゾン層を破壊する物質又はエネルギーの使用の

合理化に資する技術の開発を行う事業  

(5) 水，土壌その他の自然において存在するものの浄

化その他の回復に資する技術の開発を行う事業  

(6) 都市の緑化の促進に資する高度な技術の開発を行

う事業  

(7) (1)から (6)までに掲げる事業に類するものとして市

長が特に必要があると認める事業  

８  新製造技術及 (1) 高度ロボット，超小型機械その他の高精度な技術
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び新素材に関連

する分野  

を利用した製品又は生産効率の向上に資する新製造

システムの開発その他の新製造技術に係る事業  

(2) ファインセラミックスその他の新素材又は新材料

の開発又は製造を行う事業  

(3) (1)及び (2)に掲げる事業に類するものとして市長が

特に必要があると認める事業  

９  航空及び宇宙

に関連する分野  

(1) 航空輸送の大量化，超高速化その他の能力の向上

に資する機械器具又は宇宙用機器の開発，製造又は

整備を行う事業  

(2) 航空運送その他の航空機を利用して行う事業又は

航空運航を支援する事業  

(3) (1)及び (2)に掲げる事業に類するものとして市長が

特に必要があると認める事業  

別表第２（第 12条，第 20条関係）  

 事業区分  期間  

１  第 15条第１項の表の１の項，２の項，４の項及び５の項 ，第

18条第１項の表の１の項及び３の項並びに第 21条第１項の適

用を受けるもの  

10年  

２  第 15条第１項の表の３の項及び６の項並びに第 18条第１項の

表の２の項及び４の項の適用を受けるもの  

20年  

３  第 16条第１項，第 18条第２項及び第 22条第１項の適用を受け

るもの  

６年  

 

理     由  

オフィスビル事業，特定事業等及び国際経済事業の集積を促進し，経済の新生

に資することを目的として，一定の地域を定め，当該地域において市税の不均一

の課税等をするに当たり，条例を制定する必要があるため。  
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